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はしがき 

 本書は『経済経営研究叢書（金融研究シリーズ）』の第 12 号です。『経済経営

研究叢書（金融研究シリーズ）』は、1964 年に刊行が始まった『神戸大学金融

研究叢書』が 1974 年に名称変更されたもので、発行号数は『神戸大学金融研究

叢書』から連続しています。伝統のある『経済経営研究叢書（金融研究シリー

ズ）』として、本書を刊行できることを光栄に思っています。 

 なお、2022 年 11 月に刊行した第 11 号 家森信善編著『ポストコロナにむけ

た金融機関による事業性評価と金融を超えた支援』の後に、本シリーズの別冊

として神戸大学出版会から『地域金融機関による企業支援の新しい展開－事業

性評価に基づく人材マッチングの可能性を探る』 (2023 年 10 月刊行）を刊行

しています。 

 岸田内閣の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」

（2023 年 6 月 16 日）では、経営者保証の用語が 23 回も使われています。2022

年の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・スタート

アップへの投資の実現～」（2022 年 6 月 7 日）では 1 回だけしか使われていな

かったことから、2023 年改訂版において、経営者保証改革が非常に重視されて

いることがわかります。 

 具体的には、「企業の事業性に着目した資金調達」として、次のように説明し

ています。 

 起業に関心がある層が考える失敗時のリスクとして、8 割の方が個人

保証を挙げている。経営者保証が付いている融資の割合は徐々に減少し

ているものの、引き続き、民間金融機関の新規融資のうち 7 割で経営者

保証が付いている。 
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 また、中小企業の経営者へのアンケートによると、経営者保証が経営

に与えるネガティブな影響として、早期の事業再生への着手が遅れてし

まう、という指摘が半数近くを占める。このため、早期の事業再生への

着手のためにも、経営者保証や不動産等の有形資産の担保に依存した融

資以外の資金調達の選択肢を定着・普及させていくことが必要である。

まずは、経営者保証ガイドラインの活用を徹底し、引き続き、新規融資

に占める経営者保証が付いている融資件数の割合を減少させることを目

指す。また、企業のノウハウや顧客基盤等の知財・無形資産を含む事業

全体を担保に資金調達できる法制度（「事業成長担保権」）を検討し、早

期の法案提出を目指す。 

 また、経営者保証に頼らない融資慣行を確立するため、スタートアッ

プの創業から 5 年未満について個人保証を徴求しない新しい信用保証制

度の活用を促進する。さらに、来春までに、経営者の取組次第で達成可

能な要件を充足すれば、保証料の上乗せ負担により経営者保証の解除を

選択できる信用保証制度を創設する。 

 日本政策金融公庫が行う貸付けについて、新たに設定したスタート

アップの創業から 5 年以内について経営者保証を求めない貸付け要件の

適用を進める。あわせて、キャッシュフローが不足するスタートアップ

や、一時的に財務状況が悪化した中小企業等に対する資本性ローンの活

用促進を図る。 

 

 家森は、2022 年度において、中小企業庁・中小企業収益力改善支援研究会・

座長や、中小企業政策審議会・金融小委員会・委員長を務めていました。その

研究会や委員会での大きなテーマが経営者保証に依存しない金融慣行の確立で

した。 

 2022 年 6 月に公表した中小企業政策審議会金融小委員会「中間取りまとめ」
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では、「４．経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進」や「５．

経営者保証に依存しない融資慣行の確立」について議論し、中小企業庁に対し

て、「官民金融機関や信用保証協会における経営者保証徴求のあり方や中小企

業のガバナンスのあり方を含めた今後の中小企業金融の方向性について検討を

行い、金融庁とも連携し、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速する

施策を年度内にとりまとめるべきである」と提言しました。 

 この提言を受けて設置された中小企業収益力改善支援研究会（家森が座長を

務めていました）は、「中小企業の持続的・安定的な企業価値の向上と規律ある

経営体制の構築を実現することで、経営者保証に依存しなくても融資を受けら

れるような事業者に成長すること」を目指して、2022 年 12 月に「収益力改善

支援に関する実務指針」を発表しました。中小企業庁が行っている「経営改善

計画策定支援」及び「早期経営改善計画策定支援」においては、支援者はこの

実務指針に沿って取り組むこととなっています。 

 そして、2022 年 12 月 23 日には、経済産業省、金融庁、財務省が連名で「経

営者保証改革プログラム」を策定するに至りました。2023 年は、経営者保証改

革が実際に実現していくためのとても大事な時期なのです。 

 ただし、経営者保証を外すことが目的になってしまうと、金融機関は、経営

者保証がなければ融資できない企業に対して融資を行わないということになっ

てしまうかもしれません。それでは、比率は改善しますが、中小企業の資金繰

りはますます厳しくなってしまい、中小企業が挑戦できる環境をつくったつも

りが、逆になってしまいます。経営者保証改革の目標は、経営者保証に依存し

なくても融資が行えるしっかりとした経営体をつくることです。金融機関、経

営支援者、そして、企業経営者がこのことを忘れないようにすることが非常に

大事だと思っています。 

 こうした問題意識を持っていたところ、金融庁地域金融企画室長などを歴任

され、現在は神戸大学経済経営研究所客員教授も務めていただいている日下智
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晴氏から、経営者保証改革の意味と金融機関の実際の取り組みについて議論す

るシンポジウムを開催してはどうかというご提案をいただきました。シンポジ

ウムの内容を相談する中で、銀行の実務家の皆さんはもちろんですが、事業者

の生の声も聞くこともできれば大変有益だと申し上げたところ、日下氏が懇意

にされている株式会社船井総合研究所代表取締役社長の真貝大介氏にご協力い

ただくことができることになりました。 

 本書は、そうした経緯を経て 2023 年 9 月に開催したシンポジウム「経営者保

証改革とこれからの企業経営の在り方」の基調講演とパネルディスカッション

を収録しています。会場やオンラインで多数の方に参加していただきましたが、

その貴重な議論の内容をより広い読者に提供したいと思って、本書を刊行する

ことにしました。 

 あわせて、第 1 章として、私が『金融ジャーナル』2023 年 3 月号に掲載した

原稿を加筆の上、収録しています。転載を認めていただいた『金融ジャーナル』

編集部に対して感謝いたします。 

 最後になりますが、お忙しい中、登壇していただいた皆様に心より感謝申し

上げます。シンポジウムの企画および具体的な登壇者の依頼などを行っていた

だいた日下客員教授および、真貝社長をはじめとする船井総合研究所の皆様、

とくに、登壇者の皆さんとの窓口となっていただいた宮本賢一様のご尽力がな

ければ、シンポジウムも本書の刊行もできませんでした。心から御礼を申し上

げます。また、本書の刊行には、シンポジウムの共催者でもあった神戸大学社

会システムイノベーションセンターからの支援も受けています。 

 

2024 年 1 月 

編者を代表して 

神戸大学経済経営研究所教授・同地域共創研究推進センター長 

家森 信善 
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 第１章 経営者保証に頼らない融資慣行へ 1 

 

第１章 経営者保証に頼らない融資慣行へ 
－金融機関、企業の双方の努力必要－ 

 

 

神戸大学教授 家森信善 

 

＜要旨＞ 

 

 かつての金融慣行であった経営者保証について、経済環境の変化の中でメ

リットよりもデメリットが大きくなり、経営者保証に依存しない融資慣行の確

立が政策課題とされてきた。金融庁においては監督指針の見直しが行われ、中

小企業庁においては信用保証制度を活用した経営者保証を外す取り組みが行わ

れるなど、踏み込んだ対策がとられている。だが、この改革の成就には、金融

機関だけではなく、中小企業のガバナンス向上の努力も不可欠である。 

1．経営者保証の見直しの背景 

 かつては中小企業者が融資を受ける場合には、代表者が個人保証を行うこと

は当然の金融慣行であった。もちろん、債権回収の可能性を高めるというのが

直接的な効果であるが、情報の非対称性の大きな中小企業貸出において、個人

保証は経営者に対する規律付けとなり、情報問題を緩和する役割を果たし、結

果として金融の円滑化につながったと評価されてきた1。 

 
 本章は、家森信善「経営者保証に頼らない融資慣行へ－金融機関、企業の双方の努力必

要－」『金融ジャーナル』（pp.12－15 2023 年 3 月号）を一部補筆の上、転載したもので

ある。 
1 国際的な動向については、第 5 節で整理している。 



2 経営者保証改革と中小企業経営 

 実際、図表 1 に示したように、保証を提供している企業側から見ても、メリッ

トを指摘する意見もある。一方で、デメリットについても指摘されている。す

なわち、経営者が過度なリスクを負うことになることから思い切った事業展開

を行うことを躊躇させたり、創業を思いとどまらせてしまったりするといった

弊害がある。また、経営が窮境に陥っても、経営者やその家族の生活が破綻し

てしまうことを懸念して、早期の事業再生に経営者が取り組むのを躊躇させる

ことも指摘されるようになった。 

 経済全体が前に進む力が強かった時代には経営者保証のブレーキとしての機

能には一定の評価が与えられたが、前に進む力が失われつつある現代の日本に

おいては経営者保証のあり方が見直されるようになったといえる。 

 

図表1 経営者保証の提供に伴う影響（事業者アンケート） 

 

 注）金融庁「金融機関の取組みの評価に関する企業アンケート調査」（2019 年 11 月）より中小企業
庁作成。 

出所）中小企業政策審議会金融小委員会事務局資料（2022 年 9 月 20 日）。 
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2．経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取り組み 

 そこで、2013 年 12 月に日本商工会議所・一般社団法人全国銀行協会が事務

局を務める経営者保証に関するガイドライン研究会が「経営者保証に関するガ

イドライン」（GL）（図表 2）を公表し、経営者保証なしでも融資を受けられる

可能性のある条件（法人と経営者の明確な分離など）を示すとともに、経営者

保証の履行の際の取り扱いの自主的なルールを定めた。 

 

図表2 経営者ガイドラインの概要 

 

出所）全国銀行協会 HP 資料。 
   https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_leaf.pdf 
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 2014 年 1 月には、金融庁は監督指針を改正して、経営者等との間で保証契約

を締結する場合には、GL に基づき、保証契約の必要性などの点について、主債

務者と保証人に対して丁寧かつ具体的に説明を行っているかを検証することと

した。 

 さらに、2019 年 12 月には、事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関す

るガイドライン」の特則が策定され、2022 年 3 月には、廃業時における「経営

者保証に関するガイドライン」の基本的考え方が公表された。 

 そして、2022 年 12 月 23 日には、経済産業省、金融庁、財務省の連名で「経

営者保証改革プログラム～経営者保証に依存しない融資慣行の確立加速～」を

発表している(茨木ほか(2023))。 

 その取り組みの一つとして、2023 年 4 月に「中小・地域金融機関向けの総合

的な監督指針」が改正された。これは、経営者保証を徴求する際の手続きを厳

格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・

保証人の納得感を向上させることを目指している。 

 そのほか、「改革プログラム」では、①起業家が経営者保証を提供せず資金調

達が可能とする、②保証料の上乗せ負担等により経営者保証の解除を選択でき

る信用保証制度の創設、③中小企業のガバナンス支援のための体制整備、等に

取り組むこととしている。 

3．進展する経営者保証不要の流れ  

 図表 3 は、政府系金融機関、信用保証協会、ならびに、民間金融機関（銀行、

信金、信組）の新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合の推移で

ある。政府系金融機関では、2014 年度の 19%が 近では 52%と半数を超えるま

でになっている。 

 民間金融機関でも、2014 年度では 12%であったものが増加してきており、
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2022 年度では 33%となっている。一方、信用保証協会については、小口零細事

業者が多いこともあり、GL を満たす先が少ないこともあって、大きな改善は見

られない。 

 

図表3 新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合の推移 

 

 注）金融庁「民間金融機関における『経営者保証に関するガイドライン』の活用実績」および中小
企業庁「政府系金融機関における『経営者保証に関するガイドライン』の活用実績」「信用保証
協会における『経営者保証に関するガイドライン』の活用実績」より中小企業庁作成。 

出所）中小企業庁 HP 資料。 
   https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/#guideline 

 

 さらに、金融庁は、金融機関の取組みの「見える化」を通じて、担保・保証

に過度に依存しない融資を促すため、2019 年 9 月に「金融仲介の取組状況を客

観的に評価できる指標群（KPI）」を設定し、2019 年度下期分以降、各銀行レベ

ルの実績を公表している。 

 2019 年度下期と 2022 年度下期の計数を比較できる 97 の地域銀行（合併が
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あった銀行を除いた）について比較してみた（図表 4）。 

 

図表4 地域銀行の経営者保証に依存しない融資の比率 

 2022 年度下期 
合計 

20%未満 20%台 30%台 40%台 50%台 60%以上 

2019 年度 
下期 

20%未満 0 5 10 4 3 0 22 

20%台 0 8 30 11 1 2 52 

30%台 0 0 5 5 2 0 12 

40%台 0 0 2 1 2 0 5 

50%台 0 0 0 0 1 2 3 

60%以上 0 0 0 0 0 3 3 

合計 0 13 47 21 9 7 97 

出所）主要行等及び地域銀行の「経営者保証に依存しない融資に関する取組状況～金融仲介の取組状
況を客観的に評価できる指標群（KPI）～」一覧に基づき、筆者作成。 

 

 

 2019 年度下期には新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合が

20%未満の銀行が 22 行あったが、2021 年度下期には 2 行まで減り、2022 年度

下期にはゼロとなっている。東日本銀行のように 10.8%から 52.5%へと 42%ポ

イントも上昇している銀行もある。50%を超える銀行は 6 行から 16 行に大きく

増えている。この 3 年間で比率を低下させているのは、2 行のみであり、全体

の単純平均値は 27.2%から 40.5%に 3 年間で 13%ポイント上昇している。 

 すでに一部の金融機関では、経営者保証をとらないことを標準として、とる

場合を例外扱いしている。近年の経営者保証非付帯率の伸びについては、経営

者保証を不要とする信用保証制度の拡充などの政策的な後押しがあるものの、

民間金融機関の積極的な対応があることは間違いがない2。 

  

 
2  中小企業庁「あなたも経営者保証を外すことができるかもしれない事例でみる経営者

保証の解除～課題解決のポイントとその効果」2022 年 9 月 20 日。 
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4．経営者保証改革の課題 

 経営者保証の債権回収に関する機能については、現実にはほとんどないよう

である。たとえば、金融庁が行った地域銀行に対する調査3 によると、貸出債権

に対する経営者保証からの回収率（担保による回収は除く）を把握している地

域銀行（105 行中 32 行）のうち、回収率 0.5%未満が 38%、0.5～1%未満が 25%、

1～1.5%未満が 13%であった。したがって、債権回収の観点からは、経営者保証

を外すことの直接的な影響はそれほど大きくなさそうである。 

 むしろ、多くの金融機関が懸念しているのは、経営規律上の課題である。す

なわち、先ほどと同じ金融庁の調査によると、（経営者保証を外すことは）「経

営者の規律付けの低下に繋がる」を 53%が選んでおり、過半数の金融機関が規

律付けの低下を懸念していた。 

 筆者もその懸念は正当であると考えている4。経営者保証が果たしてきた情報

 
3 金融庁「地域銀行に対する『経営者保証に関するガイドライン』のアンケート調査の結

果について（集計結果）」2019 年 4 月。 
4 株式会社帝国データバンク「令和 3 年度中小企業実態調査事業（中小企業の事業再生・

事業再構築等に関する調査）報告書」（2022 年 3 月 25 日）は、興味深い結果を報告して

いる。本調査は、中小企業庁の委託事業で、2022 年 1 月 25 日〜3 月 11 日に実施され、

3,138 社の回答を得たものである。https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000093.pdf 
 「貴社において『経営の規律付け』の動機となっているものにつき、 も当てはまるも

のを以下から選択してください。」という質問への回答は以下の通りである。 

 

 「経営者保証の存在」を挙げるものは 5.7％しかなく、「役員や従業員の存在」が も多

かった。もちろん、究極的な状況になれば事情は変わるかもしれないが、多くの経営者に
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の非対称性の緩和機能を、他の方法によって代替できなければ、金融機関や信

用保証制度に負担を押しつけるだけになってしまう。それによって、中小企業

貸出が停滞してしまえば、結局多くの中小企業者にとってもプラスとならない。 

 今やるべきことは、中小企業の経営体質を強化して、経営の透明性を高める

ことである。中小企業支援の現場での声を聞いても、中小企業の経営者自身が

自社の状況を正しく把握できていないことがよくある。それでは適切な改善策

は打てないし、外部者からしても信用力を評価できない。 

 その点から、2022 年 12 月に公表された「収益力改善支援に関する実務指針」

では、ガバナンス体制の整備支援を 2 つの柱の一つに位置づけている。その別

添え書類である「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」では、「財務

基盤の強化」や「法人個人の分離」の前に、「経営の透明性」を掲げていること

に注目してほしい（図表 5）。 

 経営の透明性とは、決算書、各勘定明細（資産・負債明細、売上原価・販管

費明細等）、試算表、資金繰り表を正確に作成し、適切に金融機関等に提供する

ことである。こうした体制をしっかりと築けなければ、原価計算もできず財務

基盤の強化も図れないし、法人と個人の分離もできるはずがない。 

 つまり、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための取り組

みを着実に実施することが経営者保証を不要にするのであり、そうした努力は、

企業はもちろん、金融機関にとっても歓迎されることである。 

 経営者保証改革が日本の中小企業金融を変えるものと期待したい。 

 

  

 
とっては、現在でも（従業員に対して責任を果たす）しっかりとした経営を行うことが規

律付けになっている。経営者保証の代替として従業員や顧客などからの規律付けを機能

させることが有効だといえる。経営者保証不要の経営体に変わるということは、まさに

そうした体制を構築することである。 
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図表5 ガバナンス体制の整備に関するチェックシート 

 項目内容  チェックポイント（◎は特に重要な項目） 

経
営
の
透
明
性 

経営者への 
アクセス 

◎ 
支援者が必要なタイミング又は定期的に経営状況等について内容が確認で

きるなど経営者とのコミュニケーションに支障がない。 

情報開示 

◎ 
経営者は、決算書、各勘定明細（資産・負債明細、売上原価・販管費明細等）

を作成しており、支援者はそれらを確認できる。 

◎ 
経営者は税務署の受領印（電子申告の場合、受付通知）がある税務関係書類

を保有しており、支援者はそれらを確認できる。 

 
経営者は試算表、資金繰り表を作成した上で、自社の経営状況を把握する。

また、支援者からの要請があれば提出する。 

内容の正確性 

◎ 
経営者は日々現預金の出入りを管理し、動きを把握する。例えば、終業時に

金庫やレジの現金と記帳残高が一致するなど収支を確認しており、支援者は

経営者の取組を確認できる。 

 
支援者は直近 3 年間の貸借対照表の売掛債権、棚卸資産の増減が売上高等の

動きと比べて不自然な点がないことや、勘定明細にも長期滞留しているもの

がないことを確認する。 

 

経営者は、会計方針が適切であるかどうかについて、例えば、「「中小企業

の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト」等を活用するこ

とで確認した上で、会計処理の適切性向上に努めており、支援者はそれを確

認できる。 

法
人
個
人
の
分
離 

資金の流れ 

◎ 
支援者は、事業者から経営者への事業上の必要が認められない資金の流れ

（貸付金、未収入金、仮払金等）がないことを確認できる。 

◎ 
支援者は、経営者が事業上の必要が認められない経営者個人として消費した

費用（個人の飲食代等）を法人の経費処理としていないことを確認できる。 

 
経営者は役員報酬について、事業者の業況が継続的に悪化し、借入金の返済

に影響が及ぶ場合、自らの報酬を減額する等の対応を行う方針にあり、支援

者はそれを確認できる。 

事業資産の 
所有権 

 
経営者が事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を有している場合、

支援者は法人から経営者に対して適正な賃料が支払われていることを確認

できる。 
 

 項目内容  項目例 目安 

財
務
基
盤
の

強
化 

債務償還力 ◎ EBITDA 有利子負債倍率 15 倍以内 

安定的な収益性 ◎ 減価償却前経常利益 2 期連続赤字でない 

資本の健全性 ◎ 純資産額 直近が債務超過でないこと 

出所）中小企業庁 HP 資料から一部を抜粋。 
   https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html 
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5．海外の事例 

 後になるが、日本の制度を考える上で海外の経験が有用であることが多い。 

アメリカの事情については、アメリカの中央銀行が公表している FEDERAL 

RESERVE BANKS, “Small Business Credit Survey: 2020 Report on Employer Firms”

が参考になる。これは、（コロナ禍発生前の）2019 年後半に行われた従業員数

500 人以下の企業（従業員ゼロの企業を除く）に対するアンケート調査がもと

になっている（2021、2022 年版には同様の数値は公表されていない）。 

 直近の 12 か月以内に財務問題に直面した比率は 66%であった。無借金企業

が 29%あり、無借金企業を含めて債務額が 10 万ドル以下の企業が 68%であっ

た。 

 債務を保証するために使われている担保（COLLATERAL USED TO SECURE 

DEBT）の内訳は、図表 6 の通りである（N=3636）。約 6 割が個人保証を提供し

ている。無担保・無保証は 2 割弱である。アメリカにおいても経営者保証は普

通のことである。 

 

図表6 アメリカでの担保・保証の利用状況 

個人保証 59% 

会社資産 49% 

個人資産 31% 

将来の売上の一部 8% 

なし 17% 

出所）FEDERAL RESERVE BANKS, “Small Business 
Credit Survey: 2020 Report on Employer Firms” 
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 アメリカを含めた主要国について中小企業庁の委託により三菱総合研究所が

調査した結果を紹介しておこう5。その要旨は図表 7 のようにまとめられてい

る。 

 

図表7 世界各国での経営者保証の活用状況の概要 

 
出所）三菱総合研究所「令和 3 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（諸外国

の中小企業の再生・融資慣行に関する調査）」2022 年 3 月。 

 
 英国については、「金融機関からの融資を受ける際に、経営者保証を設定する

ことは珍しいことではなく、一般的に行われているが、この目的は保証債務履

行による回収可能性よりも、会社経営の健全性の証明といった意味あいが強い。

また、個人保証を設定する際も特定債務保証が主であり、包括的な設定はあま

り一般的にではない。」とのことである。 

 フランスについては、「中小企業においては、経営者保証は一般的に行われて

いる。その背景としては、中小企業においては資産価値のある担保が少なく、

個人保証程度しか信用補完をする仕組みがないことが挙げられる。また、少し

資産規模が大きい事業者に関しては、全資産担保による融資も行われている。」

とのことである。 

 ドイツについては、「中小企業の経営者が融資契約の際に保証契約を締結す

ることは珍しいことではなく一般的に行われている。一方で、多くの中小企業

 
5 三菱総合研究所「令和 3 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業

（諸外国の中小企業の再生・融資慣行に関する調査）」2022 年 3 月 14 日。 
 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000199.pdf 
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が利用する公的信用保証においては、経営者保証の差入れは特段の要件として

設定されておらず、経営者の個人保証に関しては事業者の状況や保証能力、各

金融機関の融資業務に関する運営ポリシーによるものが大きいと考えられる。」

とのことであった。 

 後に、韓国については、「経営者保証はどちらかというと一般的ではない。

しかし、案件によっては、状況を鑑みて経営者保証が行われる場合もある。韓

国の地場金融機関においては、中小企業融資に際する金融機関の保全に関して

は、不動産担保が 60%、経営者保証が 15%、信用部分が 25%という指標を目安

にして与信対応が行われている。」とのことであった。 

 同報告書では、結論として、「諸外国においても中小企業の与信対応の際に経

営者保証を設定することは比較的一般的ではあるが、その考え方については、

各国の融資慣行ならびに金融機関毎のポリシーによって変わるといったことが

感じられた。例えば、米国や英国においては、保証による保全効果は期待して

おらず、経営の健全性の証明の観点から設定するといったこともあれば、仏国

のように資産性のある担保がない零細事業者にこそ、せめてもの信用補完の仕

組みとして保証を設定するといったこともある。一方で、韓国のように融資取

引においても経済合理性を重視するといった、金融機関と企業がドライな形で

対等な立場となっている場合には経営者保証は一般的ではなくなっている。」

とまとめている。 

 以上のように海外の事例も踏まえると、日本においても中小企業金融におい

て経営者保証がこれまで大きな役割を果たしていたのには一定の合理性があっ

たといえる。経済環境の変化の中で、わが国が直面する課題を解決していくに

は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立は必要であるし、現実的に可能で

あると筆者は考えているが、本章で指摘したように経済合理性に沿った形で慎

重に進めなければならない。 
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第２章 シンポジウム「経営者保証改革と 
これからの企業経営の在り方」基調講演録① 
 

 

相澤： 

 皆さま、大変お待たせしました。ただいまより、神戸大学経済経営研究所地

域共創研究推進センターおよび社会システムイノベーションセンター主催シン

ポジウム「経営者保証改革とこれからの企業経営の在り方」を開始します。私

は総合司会を務めます日本大学商学部専任講師および神戸大学経済研究所非常

勤講師の相澤朋子と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 シンポジウムの構成は、第 1 部として、2 名の方による講演、その後、休憩

を挟みまして、2 つのパネルディスカッションを予定しています。長丁場にな

りますが、 後までご参加いただけますと幸いです。 

 それでは 初に、主催者を代表して、北野重人神戸大学経済経営研究所所長

からごあいさつを申し上げます。 

 

北野： 

 所長の北野と申します。本日はお忙しいところ、当研究所のシンポジウムに

ご参加いただきまして、大変感謝申し上げます。 

 神戸大学は、国際性と先進性を併せ持つ神戸という地域に根差して、世界を

見据えた研究・教育を展開することを目標に、2021 年 4 月より新たなビジョン

「知と人を創る異分野共創研究教育グローバル拠点」を掲げています。 

 当研究所も 100 年を超える伝統の中で、さまざまな共創を高い次元で実践し、

社会の課題解決に貢献することを目指してきました。 

 本日のシンポジウムは、家森教授をセンター長とする神戸大学経済経営研究
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所地域共創研究推進センターが主催しています。地域共創研究推進センターは、

地方自治体、地域企業、地域金融機関、地域支援団体などのそれぞれの特徴と

幅広い知見を生かして、地域社会の課題解決をさらに進めていくために、本年

4 月に新たに設置されました。 

 当研究所の地域共創研究推進センターは、まさに神戸大学の新ビジョンを推

進するものであり、本日のシンポジウムもこれまで以上に、産業界・自治体と

の共創に貢献するものとなれば大変幸いです。 

 後となりますが、本日のシンポジウムにご参加いただきます皆さま方のご

健勝とご発展を祈念しまして、私のあいさつとさせていただきます。 

 

相澤： 

 北野所長、ありがとうございました。 

 それでは、第 1 部の 2 つの基調講演に入ります。報告者のプロフィールにつ

いては、ウェブからダウンロードできます配布資料を参照してください。 

 なお、ご質問を Q&A にお書きいただければ、講師の方にお届けしますが、

Q&A 対応は時間の関係で、本日のシンポジウムの中では行えません。ご容赦く

ださい。 

 それでは、第 1 報告は、神戸大学経済経営研究所地域共創研究推進センター

長の家森信善教授による「経営者保証改革の必要性」です。家森教授、よろし

くお願いします。 
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経営者保証改革の必要性 

家森信善（神戸大学 経済経営研究所教授 

同地域共創研究推進センター長） 

 

 皆さん、こんにちは。神戸大学の家森です。今日はやや天候が悪い中お集ま

りいただきまして、誠にありがとうございます。これから私は「経営者保証改

革の必要性」というテーマで、お話をさせていただきたいと思います（スライ

ド 1）。 

 

スライド 1 

 
 

 スライド 2 に本日の目次を示しています。初めに現状と問題点をお話ししま

す。次に、この経営者保証において重要なプレーヤーは事業者の方と金融機関
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ですので、それぞれからどのような見え方をしているのか、また、金融機関は

どのような取り組みを行っているのかをお話ししたいと思います。それでは早

速ですが、内容に入ります。 

 

スライド 2 

 
 

 まず、スライド 3 の経営者保証の現状です。スライドの下に出所として中小

企業政策審議会金融小委員会と書いています。これは中小企業庁にある審議会

で、今、私はこの小委員会の委員長をしています。中小企業金融に関して、中

小企業庁の観点から議論をする委員会です。 

 そこで去年の 9 月にこのような資料を事務局に用意していただきました。こ

れは、中小企業実態基本調査という経済産業省が実施している調査に基づいて、

中小企業の方々の保証の提供の仕方がどうなっているかを調べたものです。な
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お、2010 年から 2018 年に数値が飛んでいますが、この間は調査が行われてい

なかったためです。 

 

スライド 3 

 
 

 物的担保は 54%から 27%に下がってきています。日本の金融というのは、物

的担保に過度に依存しているというのが一つの悪い特徴だといわれていたので

すが、物的担保は、かつてと比べると半分ぐらいにまで減ってきています。 

 第三者保証というのは非常に弊害が多いので、基本的になくしていこうとい

うことで、2004 年には 15%ありましたが、 近では、例外的な特殊なケースで

若干残っているというだけで、ほぼなくなったという状況になっています。 

 それに対して経営者保証というのは、2004 年の頃が 67%、今も 66%というよ

うに、あまり変わっていません。経営者保証についても、何とか物的担保や第
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三者保証のように下がっていく環境をつくっていきたいということになってき

たのです。 

 金融庁のほうもこの経営者保証についての問題点を感じていまして、各金融

機関に対して経営者保証をどの程度取っているのかを報告してもらうというこ

とにしました。そして、2015 年からその数値が公表されています。スライド 4

を見ていただきますと、確実に経営者保証がついていない融資が増えてきてい

ることが分かります。過去のものもありますので、全体としてはなかなか大き

な変化はないものの、少しずつ経営者保証を取らない金融機関も増えてきてい

るということです。経営者保証についての現状をまとめると、減ってはきてい

るが、水準はまだまだ高いというところです。 

 

スライド 4 
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 次に、経営者保証の問題点というのはどのようなところにあるのかというこ

とです。いろいろいわれることがありますが、例えばスライド 5 は金融庁が行っ

た企業アンケートの結果です。事業承継上の課題として重要な上位 3 つを答え

てくださいという質問です。 

 

スライド 5 

 
 

 そうすると、一番多いのが後継者の経営能力がまだ十分に備わっていないと

いう回答でした。これが多いのは当然でしょう。背景を付けた「会社の借り入

れへの経営者保証の存在」は、1 位、2 位では他に比べると少なめですが、3 番

目としては一番多いということです。上位 3 つ挙げよと言われると、経営者保

証の存在というのが事業承継上の課題であると中小企業の経営者の方々も考え

ていらっしゃいます。 
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 事業承継を円滑にしていく上で、少しでも障害を減らしたいとすると、この

経営者保証の問題を何らかの形で解決していきたいということになってきたの

です。 

 さらに、『中小企業白書 2019』には、スライド 6 に示したような、中小企業

の後継者についての調査が公表されています。上の棒グラフは後継者が確保で

きない理由として、そもそも後継者候補がいないという問題が約 8 割なのです

が、他方で 23%は、後継者候補はいるけれども、その人が承継するのを嫌だと

言っているということなのです。嫌だと言う人がなぜ嫌だと言うのかを聞いた

のが下側の棒グラフです。こちらを見てみると、59.8%がこの経営者保証を理由

に承継を拒否しているのです。後継ぎ候補といわれても、会社を継いだのと同

時に会社の債務も保証しないといけないということでは、後を継ぐのは嫌だと

いう方が、かなりいらっしゃるということです。 

 

スライド 6 
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 従って、このような企業側のアンケートから、経営者保証が事業承継につい

て大きな障害になっていると考えることができます。 

 スライド 7 をご覧下さい。これは中小企業庁の事務局に調べてもらったもの

ですが、経営者保証を提供している企業と提供していない企業で設備投資がど

うなっているかを調べたものです。 

 

スライド 7 

 
 

 ただし、これは非常に単純に比較しただけで、厳密に比較しようとすると、

同じような属性を持っている企業で経営者保証があるかないかだけの違いを比

較しないといけないのですが、そこまでの精緻な分析はまだできていません。

ここでは、全部のアンケート回答者の中で、経営者保証を提供している会社と、

提供していない会社とに分けて、それらの会社の投資がどうなっているかを見
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たものですので、あくまで参考ということです。 

 これを見ていただきますと、経営者保証を提供している企業の設備投資が

3,700 万円であるのに対して、経営者保証を提供したことがないところが 5,300

万円、あるいは、かつては提供していたが今は提供していない企業が 8,300 万

円でした。いずれにせよ、設備投資と経営者保証の間にはどうも負の関係があ

ります。経営者保証を提供していると、設備投資ができないのです。挑戦しよ

うという時に、挑戦して失敗したら自身に背負いきれないような債務が来るこ

とになるので、やはり挑戦をやめておこうと思う人たちがたくさんいるという

ことです。 

 もう少し経営者の方からの意見を見てみましょう。スライド 8 は、金融庁が

行ったアンケート調査です。経営者の方々に事業承継以外の観点も含めて、幅

広く経営者保証の提供に伴う影響を尋ねています。 

 

スライド 8 
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 これを見ると、実は経営者の方々も経営者保証を必ず悪いと言っていらっ

しゃるわけではないです。左側のほうに示したように、プラス効果として、経

営者自身も覚悟を持つというような点や、過剰なリスクテイクを抑制するとい

う点もあるのではないかという意見が多いことがわかります。つまり、経営者

の方々も、経営者保証にはプラスの面もあると思っていらっしゃいます。 

 他方で、やはりマイナス面としては、先ほど見たように、前向きな投資や事

業展開が抑制されてしまうという意見が多いです。リスクを取った行動をする

と、それが失敗した時に個人の生活に大きなダメージを与えてしまうというこ

とを考えると、せっかくのチャンスだけれども踏み切れないということのよう

です。 

 また、マイナス面の 2 つ目として、事業再生の着手が遅れてしまうという意

見も多いです。事業再生をするには、いったん債務をある意味でクリアにしな

いといけませんが、そうすると、経営者保証の履行を迫られて、自らの生活が

壊れてしまいます。それなら、それを表面化させないでおこうということで、

早期再生のチャンスを活かせずに、ずるずるといってしまうわけです。こうい

う問題も起こると指摘されています。 

 要するに、新しい変化に対応するということが難しくなるという点が、経営

者保証のマイナス面として指摘されているのです。 

 スライド 9 に示した調査によると、中小企業の方の 8 割は、経営者保証が外

れるものなら外したいと希望されています。経営者に聞くと、経営者保証にプ

ラス面があると認識されていることを紹介しましたが、自分のこととして考え

ると、できたらないほうがいいと思っていらっしゃるのです。経営者保証によっ

て投資などが抑制されているとすると、日本経済の成長の足かせになっている

ので、何とかこれを改善していきたいということになるわけです。 
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スライド 9 

 
 

 金融機関のほうはどう思っているかということですが、スライド 10 は金融

機関に対する金融庁のアンケート調査です。経営者保証ガイドラインを促進す

るということは――分かりやすく言えば、経営者保証を外すということは――

どのような副作用がありますかと聞いている質問です。そうすると一番多いの

が、経営者の規律付けの低下につながるという回答で、5 割強でした。 

 2 つ目の信用リスクの増加につながるというのは、債権回収の際に経営者保

証があれば、会社が返せなくても経営者の資産を取るということができるわけ

ですが、それがなくなる影響です。 

 この 2 つを見ていただきますと、明らかに規律の方が重視されています。従っ

て、仮に経営者保証をやめようという方向でいくとすれば、この規律付けとい

う役割を今後どのように補完していくかを考える必要があります。言い方を変
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えれば、何らかの代替的な規律付け手段があれば、経営者保証は不要になると

いうことです。 

 

スライド 10 

 
 

 

 金融機関にとっても、経営者保証は企業の伸びていく力を不必要に抑えるこ

とになりかねず、これは金融機関にとってもマイナスです。お客さまが伸びて

いくということが共通価値を創造していく金融機関にとってもプラスになりま

す。できれば経営者保証を外して、企業に伸びていっていただきたいと思うも

のの、それが十分にできていないということですから、そこで何か工夫をした

いということになってきたわけです。 

 スライド 11 は 11 月の金融小委員会の資料です。9 月の小委員会の際に事務

局に、具体的に解除している良い事例を金融機関に聞いてきてくださいとお願
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いをしたところ、事務局が調べてきたものです。例えば左下の箱の中の真ん中

をご覧下さい。「経営者保証を徴求する場合のみ、本部稟議（りんぎ）となる取

扱いに変更」とされています。従来は経営者保証を外すというのが特別扱いだっ

たので、そういう時だけ本部に稟議を出していたのを、今後、逆に普通は保証

を取らないということにしたのです。この経営者は問題があるので、やはり経

営者保証を取らないといけないという状況の時のみ稟議を出して取りますとい

うように、今までと考え方を完全に逆にしたというのが、この金融機関の取り

組みです。 

 

スライド 11 

 
 

 それから、右側の一番上です。「『事業性評価』の取組強化」というところで

すが、「事業性評価によって実態を把握している先については、経営者保証に頼
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る必要はない」と考えたとのことです。経営者保証による規律付けというのは

結局、十分にその企業の行動が監視できないので、別の形、広い意味での契約

でもって行動を縛ろうということを考えるわけです。しかし、事業性評価によっ

て経営者の人柄等をよく分かっていれば、もうそれを取る必要はないと見極め

られたのです。 

 このような金融機関が増えてきました。2023 年 5 月の日本経済新聞の記事

（スライド 12）によると、「地銀、経営者保証求めず 10 行超、融資慣行見直

し」とのことです。「地方銀行で融資先の企業に経営者保証を求めない動きが広

がっている」ということで、いろいろな銀行が紹介されています。 

 

スライド 12 
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 その記事の中で「4 月に取り組み方針を公表した」として広島銀行のことが

紹介されています。今日この後、広島銀行の横見さまにパネルディスカッショ

ンでお話しいただきますが、この広島銀行さんも「経営者保証を求めない地銀

の一つだ。事業の内容や成長可能性をしっかりと評価」する狙いだと紹介され

ています。これはいわゆる事業性評価です。事業性評価がきちんとできている

ということなら、経営者保証を取らなくても十分だというクレジットポリシー

に変えられたわけです。経営者保証を取る場合に、本部に稟議を挙げることに

見直したことも紹介されています。 

 この記事の中で、北国銀行さんも経営者保証を廃止されていることが紹介さ

れています。北国銀行さんはプレスリリースを発表されています。それが、ス

ライド 13 の「法人向け新規ご融資における経営者保証の取扱いを廃止につい

て」です。 

 

スライド 13 
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 北国銀行は、「新規プロパー融資における経営者保証の取扱いを廃止します」

と宣言されました。その後、杖村頭取が Nikkei Financial の記者インタビューに

答えられています。「経営不振時に経営者が私財で保証する仕組みをいち早く

廃止しました。なぜですか」という問いに対して、「経営者から保証を取ってい

るというのは信頼関係がないということだ。信頼関係がない状態で経営者に運

用や事業承継などの助言などができるわけがない」と。まさに事業性評価を行っ

て、企業との間の関係がしっかりできているとすると、さらに経営者保証を取

る必要がないどころか、有害になるということなのです。なぜなら、企業との

信頼関係を裏切ることになってしまうと考えられるからです。 

 民間の企業の方々はできたら経営者保証を外してほしいと思っていらっしゃ

いますし、金融機関の方々も規律付けとしては他の方法を取ることによって、

企業の成長機会を実現したほうが結局は得だと思っていらっしゃいますが、ま

だ広く行われているわけではありません。そこで、政府のほうでも「経営者保

証改革プログラム」（スライド 14）というものを去年 12 月に出しました。 

 ここでは経営者保証を是が非でも外せというわけではなくて、経営者保証に

はいい面もあるし悪い面もあるということを指摘した後に、それぞれの分野で

こういうことができるのではないかということを書いています。このうち、今

日は時間の関係で、民間融資のところと中小企業のガバナンスのところを少し

だけお話しさせていただきたいと思います。 
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スライド 14 

 
 

 まず、民間融資のほうです。スライド 15 をご覧下さい。金融機関の行動を金

融庁が監視して、このようにやってくださいねというルールを作っています。

それが監督指針です。その監督指針の中で、経営者保証に関して、ここに書い

ているように、「安易な個人保証に依存した融資を抑制」する方向での改定が行

われました。具体的には（1）の①ですが、経営者保証を取る場合には、「事業

者・保証人に対して個別具体的に以下の説明をすることを求めるとともに」、記

録をしっかり残しなさい。具体的には、「どの部分が十分ではないために保証契

約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性

が高まるか」ということをきちんと説明しなさい。今までのように惰性で、「去

年経営者保証をもらっていたので、今度の融資もお願いしますね」というよう

なことでは駄目で、「あなたの会社には、こういう点でガバナンスが十分でない



 第２章 シンポジウム基調講演録① 33 

ので、規律付けができておらず、あなたが変なことをすることを十分防げませ

ん。だから、取りますよ。このように社長が変わってくれるなら、もうそのよ

うなことは必要なくなると思います」というようなことをきちんと説明してく

ださいということになったのです。 

 

スライド 15 

 
 

 民間金融機関はこうした手続きを金融庁に報告し、金融庁がそれを取りまと

めて、どういう形で公表するのかはまだ 1 回目が出ていませんのでよくわかり

ませんが、何らかの形で公表します。それによって、世の中からのプレッシャー

を金融機関に対して与えていくということになるようです。 

 ただ、金融庁の人ともお話をする機会がありますが、彼らは、経営者保証を

取ってはいけないと言っているわけではありません。経営者保証が要るような
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事業体、ガバナンスがしっかりしていないような事業体があるので、そこはしっ

かり取る必要があることは認めています。ただし、取る時には必要な理由を明

確にしましょうということです。 

 それから、スライド 16 はガバナンスです。先ほどからお話ししているよう

に、金融機関が一番気にしているのは、規律付けです。簡単に言ったら、会社

のお金と社長さんの財布が一体化してしまっているようでは、お金を貸した時

に全部会社から社長さんのポケットに流れてしまって、回収に行ったら会社に

はお金がなく、社長さんが全てのお金を持っているかもしれません。こういう

ことを防ぎたいわけです。 

 

スライド 16 
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 しっかりしたガバナンスができるようにしていくために国としても様々な取

り組みをしています。私は中小企業庁の幾つかの委員をしていると申し上げま

したけれども、昨年度、ここにある支援機関向けの実務指針の策定も行いまし

た。経営支援者が、経営者の方々から相談を受けて、いろいろと会社を良くし

ていく時に、目先の経営者保証を外しましょうというテクニカルなところをや

るのではなくて、やはり事業体そのものを強くしていくという観点を必ず入れ

てくださいということを、この実務指針の中では強調しています。 

 後に、今日のお話をまとめさせていただきます。スライド 17 をご覧下さ

い。 

 

スライド 17 
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 経営者保証が企業者の挑戦や事業承継を阻害しているということが指摘され

てきました。民間金融機関においても、経営者保証解除の動きは進んでいまし

て、一部の金融機関では先進的な取り組みをされているわけですけれども、ま

だ十分ではないところがあるので、政府はその流れを加速するために取り組ん

でいるところです。 

 ただし、経営者保証については当然、経済合理性がある部分もあります。経

済合理性があって取っていた部分、具体的には規律付け機能です。この規律付

けをなくしていくということになっては、経営がどこか悪い方向に行ってしま

うということになりかねません。経営者保証に代わる規律付けの仕組みを入れ

る必要があります。 

 経営者保証を外すことが目的ではなく、結果として、経営者保証に依存しな

いでも融資を受けられるような経営体をつくっていくことを目指すべきである

ということなのです。そのために、金融機関自身がいろいろと取り組まれるこ

とは大事ですが、その際に、支援機関の専門家の方々と連携しながら、企業の

状況をしっかり見ていけるように、企業が変な経営をしないような枠組みを

しっかりつくっていくというような方向に導いていくことが必要になってまい

ります。 

 もちろんこれは金融機関や専門家だけではできませんし、むしろ一義的には

経営者の側の責任です。経営者においては、本業の収益を高めることはもちろ

んですが、しっかりとした情報開示を行うなど、ガバナンス面での信頼感を高

めていく努力が不可欠です。しっかりした経営体制を構築するということは企

業の発展にも役に立つし、銀行にとっても安心してお金が貸せるといういい循

環になっていくのではないかと考えています。 

 スライド 18 は参考文献です。これで私の講演を終わらせていただきます。ど

うもご清聴ありがとうございました。 
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スライド 18 

 
 

相澤： 

 家森教授、ありがとうございました。 
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第３章 シンポジウム「経営者保証改革と 
これからの企業経営の在り方」基調講演録② 
 

 

相澤： 

 第 2 報告は、株式会社船井総合研究所価値向上支援本部財務支援部マネー

ジャーの石田武裕さまによる「経営者保証と企業経営」です。石田さま、よろ

しくお願いします。 

 

 

経営者保証と企業経営 

石田武裕（株式会社 船井総合研究所 財務支援部 

 戦略財務グループ マネージャー） 

 

 皆さま、こんにちは。船井総合研究所財務支援部の石田武裕と申します。私

から「経営者保証と企業経営」と題しまして、船井総研の講座をさせていただ

きます（スライド 1）。よろしくお願いします。 

 私自身は 2017 年 10 月から船井総研で財務コンサルタントをしています（ス

ライド 2）。それ以前は政府系の商工中金というところで銀行員として、融資営

業や審査が一体となった業務をしてまいりました。私の講座の中では、主に事

業者の側から見た経営者保証とはどういう存在なのかということを、2 つのポ

イントからお話をさせていただきたいと思います。 
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スライド 1 

 

スライド 2 
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 皆様にお伝えしたいことが 2 つあります（スライド 3）。1 つ目は、このシン

ポジウムに先立って、船井総研は経営者保証のアンケートを採らせていただき

ました。主に中小企業の事業者向けにアンケートを採らせていただいたのです

が、その結果、かなり赤裸々な事業者の思いがアンケートから浮かびあがった

かと思います。2 つ目が、経営者保証解除に至った事業会社の声ということで、

1 社の事例をお話しさせていただきます。 

 

スライド 3 

 
 

 

 まず 1 つ目のアンケートからお話しさせていただきますと、船井総研が今回

のシンポジウムに先立ちまして、200 社を超える船井総研のメルマガ講読者に

アンケート回答をしてもらいました。2023 年 8 月 1 日から 8 月末までとらせて

いただきましたけれども、アンケートの項目はそんなに難しい内容ではないの
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ですが、かなり踏み込んだ内容でとっています。 

 

スライド 4 

 
 

 スライド 5 をご覧下さい。1 つ目の質問が、そもそも経営者保証が外れてい

るか否かというところからスタートしています。 

 2 つ目の質問が、経営者保証の状況です。一部経営者保証が外れているのか、

経営者保証が外れていない融資があるのか、取引金融機関全てで経営者保証が

付いているのか、この 3 つの回答の中から選んでいただきました。 

 3 つ目の質問が、現在経営者保証が付いている金融機関のところで解除を打

診されましたかというものです。回答の一番左が、全ての金融機関で経営者保

証を打診したが、結果経営者保証は金融機関より断られた。真ん中が、一部の

金融機関で経営者保証解除を打診したが断られた。一番右が、そもそも経営者

保証解除の打診をしていないというものです。 
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スライド 5 

 
 
 

 4 つ目の質問が、経営者保証解除にチャレンジして断られた方の理由を 5 つ

に分類して回答を求めています。左から 3 つは、経営者保証ガイドラインに沿っ

た内容で、「法人と個人の資産が分離していないから駄目」、もしくは「財務基

盤がまだ十分でないので経営者保証を取らないといけない」、3 つ目が「金融機

関側への情報開示が不十分なのでできない」という 3 つ挙げさせていただいて

おります。また、そもそも説明の内容が特に何もなかったというところやその

他の自由記載欄ということでアンケートをとっております。 

 後に、今後、経営者保証を解除していきたいという思いがあるかどうかと

いうところで質問させていただきました。 

 この中で 3 番目と 4 番目の質問が、今回のアンケートを通して も特徴的と

いう結果となりました。 
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 初に、金融機関からの融資に対して経営者保証が外れているかどうかとい

う点は、先ほどの家森先生の調査よりも若干、船井総研がとったアンケートの

ほうが外れている率が高かったということです（スライド 6）。 

 船井総研調査では、経営者保証が外れていない事業者は 56%。先ほどの金融

小委員会の事務局資料では 66%でしたので、10 ポイントほど船井総研に回答さ

れた方のほうが多かったです。理由としては、船井総研のメルマガを購読して

より良い経営をしようという方が多く、情報感度が高い経営者の方が多いため

だと思われます。この数字に関しては、微差ではあるのですが、想定の範囲内

かなと思っています。 

 

スライド 6 
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 2 つ目です（スライド 7）。ここから本題に入っていくのですが、取引のある

金融機関で全て経営者保証が付いている割合というのは 41%ということで、47

社です。情報感度が高く、今回の経営者保証アンケートに回答してくれるよう

な方々でも、4 割以上は取引金融機関全て経営者保証が付いているのです。こ

こはそれなりに予想していた回答ではありました。 

 

スライド 7 

 
 

  



46 経営者保証改革と中小企業経営 

 先ほどお伝えしたとおり、3 つ目の質問が一番ポイントだったのですが、そ

もそも事業者のほうから経営者保証の打診をしていないという方が、8 割にも

上っています（スライド 8）。82%です。113 社に回答いただいたのですが、情

報感度の高いアンケート回答者でも、実に 92 社は金融機関の方にまだ打診を

していないのです。これは今回のアンケートにおいて、驚きの結果なのではな

いかと思っています。後ほど事例でも出てきますが、経営者保証を打診すると

いうのは、つまり、事業者のほうから金融機関に打診、お願いすることは勇気

の要ることなのだということで、このことがこの高い割合から見て取れるかと

思います。 

 

スライド 8 
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 4 番目のところです。金融機関の方に経営者保証を断られた方で、どういう

理由で断られたのかを書いていただいた方が 15 社ありました（スライド 9）。

いわゆる経営者保証のガイドラインに沿って淡々と、「個人と法人の分離がな

されていないからです」「財務基盤がまだ確立できていないからです」「金融機

関への情報開示が不十分です」というところが 6 社あったのですが、特徴的な

結果が「特に何も説明がなかった」というのものが、実は一番多い 7 社でした。

つまり、金融機関に断られても、解除不可の理由の説明をまだ受けられていな

いという方が一番多かったということが、非常に特徴的な内容でした。 

 

スライド 9 
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 その他、スライド 10 も特に何も説明しなかったということに該当するかと

思うのですが、その他金融機関から言われた内容でいうと、「決算の業績はいい

のですが、次回以降で検討させてもらえたらと思います」、もしくは「経営者保

証のガイドラインはクリアしていると思いますが、総合的な判断で経営者保証

は継続します」と。「特に何も説明はなかった」ではなく、ガイドラインに合致

しているにもかかわらず、取引金融機関側のロジックで、解除に応じてもらえ

なかったケースが 2 件あったということです。 

 

スライド 10 
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 後にそうは言っても経営者保証を外していきたいという思いがある方は、

スライド 11 に示したとおりです。船井総研の調査では、解除の意向があるのは

73%。特に解除の必要性を感じていない会社が 27%でした。解除を考えていな

い方々について、家森先生が出された数字よりも高い結果になりました。船井

調べのほうが 9 ポイント高かったのですが、理由としては、船井総研のメルマ

ガ購読者は急成長企業の割合が高く、そのような属性の経営者は、経営者保証

をやむなしと考えている方が多く、こういう結果になったのではないかと思っ

ています。 

 

スライド 11 
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 アンケートをまとめて、重要なポイントを 2つ抽出しています（スライド 12）。

船井総研調査アンケートで言えば、1 つ目、経営者保証解除のアクションを起

こした事業者というのは、実はこのアンケートに回答してくれるような方でも

2 割未満にとどまるということでした。わずか 18%にとどまります。ですから、

意外に事業者側からアプローチしていないということは、このアンケートから

言えると思います。 

 2 つ目が、金融機関に解除できませんと断られた場合の理由が、ガイドライ

ンに沿って、取引金融機関から「御社は法人と個人の分離がなされていないの

で解除が難しい」といった正当な理由があるにはあります。一方で、事業者側

が全く説明を受けられていないケースがまだまだあるということが、アンケー

トの中からは導き出せたと思います。 

 

スライド 12 
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 続きまして、事業者側にとって、経営者保証というのはすごく大きな責任を

背負わされているものですし、経営者から取引金融機関にそれを言い出すこと

は口幅ったいというか、言い出しづらいというのがアンケートの中からも見て

取れると思います。実際にその障壁を乗り越えて、経営者保証解除に至った事

業会社の声ということで、1 社の事例を挙げさせていただきます（スライド 13）。 

 

スライド 13 
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 スライド 14 には 2023 年 5 月「経営者保証 解除に向けた成功ステップ徹底

解説セミナー」と銘打って船井総研が開催したセミナーの事例を掲載しており

ます。会社名は株式会社千代田商事です。事業内容はガソリンスタンド事業を

山形で展開されている企業です。ウェブサイトにも書いているのですが、主要

な取引銀行は七十七銀行、山形銀行、きらやか銀行、みずほ銀行ということで、

東北一円の金融機関とがっちりお付き合いをされて、経営者保証も入れていた、

そういう会社さまでした。 

 

スライド 14 

 
 

  



 第３章 シンポジウム基調講演録② 53 

 実は千代田商事は、今回の経営者保証の大きな時流の前に解除を実現してい

ます（スライド 15）。2019 年の 1 月からスタートしておりますが、当時は経営

者保証のガイドラインはありましたが、経営者保証をなしにしたいということ

で、取引金融機関にアプローチをし、おおむね 1 年かけて経営者保証なしに切

り替えられました。 

 その後、先ほど家森先生が言っていたように、事業投資意欲がすごく高まり、

2020 年以降でコインランドリーの新規投資や、事業会社の買収（M&A）を 1 社

手掛けられております。経営者保証解除をきっかけに、事業意欲、投資意欲、

成長意欲が非常に高まったというケースでした。 

 

スライド 15 
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 セミナーの中で、スライド 16 のような形で「2016 年にくも膜下出血で生死

の境をさまよった」というきっかけを経て、実際に 2019 年 1 月から社長が信用

金庫や七十七銀行に解除の要請をし、それぞれから応諾してもらって、2019 年

中に全取引金融機関から解除してもらいました。その後コインランドリーの出

店や M&A を実行しましたということをお話しいただいたのですが、その時の

生の声ということで、4 つか 5 つ抽出させていただきました。 

 

スライド 16 
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 まず、経営者保証解除に至った事業会社の声ということで、「社長、 初に意

思決定をしたのはいつだったのですか」と尋ねました（スライド 17）。「そもそ

も経営者保証は当たり前だと思っていたが、私は 48 歳でくも膜下で倒れてし

まい、そこで事業承継を本気で考えるようになった」とのお答えでした。「そこ

までは正直何も考えていなかった」ということをおっしゃいました。 

 ただ、事業承継を親族内でやるにしても、第三者でやるにしても、いずれに

しろ、経営者保証は事業承継において、間違いなく大きなネックになるという

ことで、このタイミングで経営者保証がネックであるとの考えに至ったそうで

す。 

 

スライド 17 
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 2 つ目です（スライド 18）。ただ、その中で経営者保証に対する印象を質問し

たところ、非上場企業にとって経営者保証というのは、息をするがごとく当た

り前のものだと思っていたということです。ただ今考えると、心理的な負担、

重荷というのをすごく感じていたのだなということでした。後ほどパネルディ

スカッションで事業者の方の声が出てきますが、ぜひ事業者側はこういう思い

を持っているということを聞いていただきたいと思っています。 

 

スライド 18 
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 3 つ目が経営者保証解除のターニングポイントということについてです。実

際に取引金融機関に打診をした時に、どういう順番で解除できたのですかと聞

きました（スライド 19）。実は信用金庫から始めて、その後でメインバンクの

七十七銀行が解除できたとのご回答でした。そこからとんとん拍子で経営者保

証の解除に至ることができた、この辺の変遷も教えていただきました。 

 

スライド 19 
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 4 つ目が 後になるのですが（スライド 20）、経営者保証解除によって、心理

的な重荷が本当にすっきり軽くなったということでした。事業意欲もすごく高

まり、当社においてはコロナ禍のリスクを踏まえた上で、投資実行をしていま

す。M&A も実行し、コインランドリーの出店も 2 店舗出店しました。 

 以上から、経営者保証を解除して良かった点は何なのかというと、やはり家

森先生が先ほどおっしゃっていたように、この事業意欲や中小企業の成長とい

うのに直結するということであり、このことはこうした事業会社の生の声から

も言えるのではないかなと思います。 

 

スライド 20 
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 以上をまとめます（スライド 21）。事業会社の声からひも解くと、事業者の

側では、経営者保証は当たり前であるという刷り込みがすごく強いようです。

本日お越しの皆様もそうかもしれませんが、取引金融機関に「解除してくださ

い」というこの一言が言えないというのは間違いなくありますし、相当な勇気

が必要ということを、ぜひ金融機関の皆様にも分かっていただきたいです。 

 2 つ目が、経営者保証を解除した後の事業意欲や成長意欲というのはすごく

高まって、地域内で前向きな投資が行えるようになって、すごくいい循環が芽

生えるということで、事例として山形の千代田商事さまの例を挙げさせていた

だきました。 

 

スライド 21 
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 後になるのですが、今日聞いていただいている事業会社の皆様においては、

精神論のような話になりますが、勇気を持って金融機関に対して能動的なアク

ションを起こすことがすごく大事だと思っています。経営者保証に悩んでいる

方でも、8 割の方は未だアクションされておりません。金融機関の皆様におい

ては、こうした事業者からのアクションに真摯（しんし）な対応をすれば、地

域の活性化や地方創生に直結すると思っています。先ほどの千代田商事では、

M&A の案件を全てメインバンクさんで融資してもらいました。地方創生に直

結する内容なので、両者にとってすごく Win-Win な関係につながるのではない

かと思います。 

 後、告知的になりますが、バイオコミュニケーションズと嶋澤啓工務店、

この 2 社も、今紹介したような千代田商事と同じような変遷ではありませんが、

いろいろな紆余（うよ）曲折を経て経営者保証解除の実現に至った 2 社の声で

す。ぜひ 15 時 25 分からのパネルディスカッションにて、事業会社経営者の生

の声を皆様に聞いていただければと思います（スライド 22）。 

 それでは、私の講演は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。（拍手） 
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スライド 22 

 
 

相澤： 

石田さま、ありがとうございました。 
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第４章 パネルディスカッション① 
「地域けん引企業を創出するための 

金融機関のあり方」 
 

 

相澤： 

 ただいまから、パネルディスカッションを始めます。本日のパネルディスカッ

ションは、2 部構成としています。各パネリストの皆さまの詳しいプロフィー

ルは、本日の資料としてホームページに掲載していますので、そちらをご覧く

ださい。 

 それでは、パネルディスカッション①「地域けん引企業を創出するための金

融機関のあり方」を始めます。このパネルディスカッションの司会は、神戸大

学経済経営研究所客員教授、日下企業経営相談所代表、商工中金社外取締役の

日下智晴さまにお願いしています。パネリストは、広島銀行取締役常務執行役

員の横見真一さまと、愛媛銀行審査第二部長の二宮雅則さまです。 

 それでは、日下さま、よろしくお願いします。 

 

日下： 

 こんにちは、日下智晴です。会場におられる皆さまへは、この広い壇上にな

ぜこのように 3 人が一緒に座っているのかという話ですが、これが Zoom 時代

の新しいパネルディスカッションの在り方かと思います。オンライン視聴者の

皆さまに見えやすく、3 人がくっついてお送りさせていただきます。 

 地域経済の活性化のためには、産・官・学・金による連携が必要であると言

われるようになってから久しいです。今回のシンポジウムのテーマである経営

者保証の問題も、産・官・学・金それぞれの当事者から意見を発信するという
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のが好ましいと思います。特に官は、私が 2 年前まで在籍していた金融庁では、

家森先生からお話がありましたように、経営者保証の改革プログラムを始めま

した。 

 ただ、金融庁が本日のようなウェビナーで説明ができるかというと、これは

なかなか容易ではないわけであります。どうしてか。それは、経営者保証は金

融機関と経営者の私的な契約だからです。この契約は、結ぶこともできるし、

結ばないこともできますので、そういう私的な領域に官はなかなか踏み込めな

いというのが現実です。もちろん心の中ではなくなってほしいなと思っている

のですが、これを自ら仕掛けていくのは難しいという立場にあろうかと思いま

す。 

 そこで、神戸大学という学の立場で、このシンポジウムを開かせていただき

ました。アカデミアの力も借りながら、公平にこの話を議論していきたいと思っ

ていまして、パネルディスカッションが 2 部構成になっていますのは、金融機

関という当事者と、経営者という当事者それぞれから、意見を出し合って、より

良くディスカッションをしていこうと考えたからです。 

 そこで金融機関としてお招きしたのが、広島銀行さまと愛媛銀行さまであり

ます。なぜこの 2 行をお呼びしたかですが、後ほどのご発表でその理由が明ら

かになりますので、私からは簡単に申し上げます。広島銀行さまは、私が在籍

していた頃は原則ありだった経営者保証を 180 度変えて、原則なしと方針変更

されました。方や、愛媛銀行さまは、経営者保証に代わる新たなやり方として、

経営者の株式を担保に取得するという制度をいち早く始められました。これも

金融庁時代に非常に目にとまる動きでしたので、それぞれお招きしたというこ

とです。そういう意味では論客として不足なしということですので、存分に語っ

ていただきたいと思っています。 

 前置きが長くなりましたが、では、まずは広島銀行の横見さんからのプレゼ

ンに行きたいと思います。 
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横見： 

 広島銀行の横見です。私からは 2 点お話したいと思います。まず 1 点目は、

先ほど家森先生からもございましたが、経営者保証を頂かないための手段とし

ての「事業性評価」につきまして、広島銀行がどのように取り組んできたかに

ついて、もう一点は経営者保証の現状について、課題も踏まえてお話しできれ

ばと思います。 

 

 まず、簡単に広島銀行の紹介をさせていただきます。当行は、2020 年 10 月

に銀行持株会社化として設立されたひろぎんホールディングス傘下の地方銀行

です。ひろぎんホールディングスには現在、広島銀行を含め金融子会社を 8 社、

併せて非金融子会社 3 社を傘下に持つグループです。企業概要は資料の右側に

記載しておりますとおりです。 
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 ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、広島県は製造業が多く、特に戦

前の軍事工場があった広島市や呉市は、今でもマツダさんを中心とした自動車

のクラスターや造船業が盛んです。また、県東部の福山市周辺は昔から繊維業

が盛んな地域であり、これらの製造業が数多く存在している県なのです。 

 そのような中で広島銀行が事業性評価をどのように取り組んできたかについ

て説明しておりますのが次のページです。ここでは広島銀行において事業性評

価が生まれた背景について説明しております。そもそも当行が事業性評価の検

討をスタートさせたのは、金融庁が「金融モニタリング基本方針」において「事

業性評価」に言及する約 5 年前の 2009 年頃になります。当時、法人営業部とい

う M&A やビジネスマッチングといったソリューションを担当する部署が本部

にあり、案件の発掘場面において、「知的資産分析」という手法がとても有効で

あることに着目しました。知的資産分析とはどの様なものかというと、資料に

は木の絵を使って表現しておりますが、企業を評価する場合、その活動の果実で
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ある財務諸表と、その果実を得るための幹の部分、いわゆる事業計画を見ていく

わけですが、実はそれよりも目に見えにくい隠れた部分にある、人材や技術、組

織、ネットワーク、ブランド、経営者などが、実は競争優位の源泉ではないか、

という考え方で、これを知的資産と定義しています。この考え方をベースにある

コンサルタント会社と一緒にこの知的資産を見える化し、企業を評価するフレー

ムワークをつくっていこうという取組みを始めたのが 2009 年です。 

 

 その後、2010 年 4 月にそのフレームワークが完成し、知的資産に関する約

100 問の質問を通じて経営者の方々と対話していくことで、その企業の知的資

産を整理整頓して見える化し、その企業の強み、弱み、課題を浮き彫りにして

いくといった取組みを始めました。 

 当初は本部の数名の担当者でスタートしましたが、この評判が非常に良く、

経営者の方々からも自社の強みや弱みを非常に体系立てて整理できた、という

お声を多く頂きました。それなら全店でやろうということで、2012 年に質問を
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25 項目に集約した「定性分析」というサービスを営業店にてスタートさせました。 

 

 併せて、知的資産の分析から各種戦略の検討を行い、 終的に中期計画の策

定まで行う、有料の「中計策定支援」サービスを、法人営業部で 2013 年からス

タートしました。この「定性分析」「知的資産分析」「中計策定支援」の 3 つの

取組みを合わせて、広島銀行の事業性評価の体系となります。 

 具体的に何をやっているのかといいますと、中計策定支援で言いますと、資

料にお示ししたフローとなります。 初の①で外部環境を的確に整理する中で、

内部環境、いわゆる隠れた競争優位の源泉について分析するというところがま

さに知的資産分析であり、そこから中期計画の策定に入っていきます。ここで

重要なのが、資料にも書きましたとおり、中期計画を策定していく過程でお客

さまとしっかり対話して、課題を浮き彫りにし、相互理解を深め、共通認識を

持ち、その後ソリューションまでにつなげていく、というところであり、計画

をつくること自体が目的ではないということです。 
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 結果と致しまして、現状、資料にお示しした実績となっています。知的資産

分析、中期計画策定、定性分析を合わせて約 6,000 社に対し、これまで約 10 年

をかけて行ってきております。私としては、まだまだ少ないと思っています。 

 資料中程にお客さまの満足度を記載しておりますが、当然ながら、事業性評

価を実施しているお客さまの方が評価は良いという形になっています。 

 

 

 資料の一番下のところに今後の課題について記載しております、まず 1 点目

が時代の変化に合わせた事業性評価へ変容させていかなければならないという
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ことです。これは現在、DX・GX といった新たな課題が次々と出て来ており、

またその進化のスピードもとても早いので、それに合わせた形に変えていかな

いといけないと思っています。2 点目として若手行員への定着化という課題が

あります。また、ここには書いていないのですが、もう一つ重要な課題があり

ます。当行の行っている事業性評価には、かなり手間と時間がかかります。1 回

の面談では終わりません。そのため、全てのお取引先にはなかなか実施できな

いという課題があります。この課題に対しては、デジタルの力なども活用し、

いかに中小企業、小規模企業まで届けていくかというところが今の課題認識で

す。どうやったらこの数をもっと増やしていけるのかというところを一生懸命

考えているという状況です。 

 そのような中、次に、本日のテーマでもある、経営者保証について、当行で

はどのように対応してきたのかについてお話しします。実は 2020 年下期の段

階で、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合について、地方銀

行全体の平均が約 34%であったのに対し、広島銀行は 24%程度しかなく、10 ポ

イント近く差があったということで、当時、行内でも改善の必要性を認識して

おりました。 
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 調べてみると、まさに先ほど家森先生がおっしゃられたとおり、ガバナンス

が構築されていないという理由でガイドライン要件を充足していないと見なし

て経営者保証を解除できていないということが分かりました。ではこのガバナ

ンスはどうすれば構築されていると言えるのかというと、当時、当行では上場

企業にかなり近い基準を定めており、これを満たしていないとガバナンスが構

築されているとは見なさないと判断し、保証を解除していないというのが現実

でした。恐らくわれわれの意識の中で、先ほど家森先生がまさにおっしゃった、

経営者としての覚悟を問うというような考え方がずっと根強く残っていたとい

うのが、実は一番大きな問題であったと私は認識しています。この問題に対し

て全行的な取組みとして、抜本的な見直しが行われました。 

 

 経営者保証についてのもう一つの問題が、広島県は資料に示すとおり、この

ような形で人口が減っています。併せて事業所数もどんどん減っています。地

方都市に共通の問題ですが、これと併せて、中国地方は後継者不在率が非常に

高い地域です。まさに家森先生がおっしゃったとおり、どんどん人口が減って

いき、若者が流出していって、企業が少なくなっているという現状は、危機的
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状況です。やはり働く場所がどんどん生まれるような地域にしていかないとい

けないのではないか、という思いも強くありました。 

 結局どうしたかといいますと、これは行員のマインドセットが必要だという

ことで、先ほど日下さんに言っていただきましたが、経営者保証の徴求ルール、

いわゆる規定自体を 180 度変えてしまいました。取締役会でも議論を行うなか

で、社外役員の方からも支持を得まして、当行の経営者保証徴求の方針を、原

則、保証人を求めないものとしました。もし求めるのであれば本部稟議をしな

さいという形になりました。この変更の結果、2021 年下期までは無保証の割合

は約 31%であったものが、2022 年下期には新規の融資を行った案件のうち約

62%は保証を徴求していないという状況となりました。これは債権ベースでし

て、先数ベース、つまりお客さまベースでは、約 7 割のお客さまから保証を徴求

していないというのが現状です。これが当行の債権管理の面で良かったか悪かっ

たかというのは、実はまだ答えが出ていないのですが、当行の貸出債権全体でい

えば、大きな影響はないというのが、現在のわれわれの認識です。 
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 また、事業承継時の保証につきましては、資料のとおり、2021 年度、2022 年

度に事業承継が起こった先で、経営者から保証を徴求しているか、若しくはし

ていないかというのがこの数字です。2020 年は新旧両方の経営者保証を徴求し

なかった割合はまだ約 20%しかなかったのですが、2022 年度では約 56%という

のが現状です。 

 資料の「 後に」に示しておりますのは、縦軸は地方銀行の総資産です。横

軸がその県の GDP をお示ししていまして、これをプロットすると、ぴったりと

正の相関になっています。当たり前のことではあるのですが、その地方の GDP

が地方銀行の総資産に比例するということは、当然ながら地方が良くならなけ

れば地方銀行も良くならないということであり、まさに地方の活性化というの

はわれわれ地方銀行の責務であって、そのためにはいかに企業を活性化して、

新たな会社がどんどんできて、事業承継も円滑に進んで、なおかつ失敗しても

すぐにやり直しできるような地域をつくっていきたいということが重要だと

思っています。 

 少し長くなったかもしれませんが、以上です。ありがとうございました。 
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日下： 

 横見さん、ありがとうございました。2020 年に銀行の経営者保証の徴求割合

を横並びにして公表したというのがまさに金融庁でして、その時に認識が変

わったとするなら、改めて公表して良かったのではないかと思いました。それ

がきっかけで、結果として 180 度転換する方向に向かわれたとするならば、少

し金融庁も良いことができた気がします。 

 いずれにしましても、「金融庁がどうこう言われているから」ではなくて、ま

さに今日の大きなテーマですが、事業者とどのような対話の下でどのように変

わっていくのかというのが重要だと思います。そういう観点で、愛媛銀行さん

は事業者に向き合ったやり方でずっとやってこられました。特に二宮さんはそ

ういう立場にいらっしゃったので、続けてプレゼンをお願いします。 

 

二宮： 

 こんにちは。愛媛銀行の二宮です。本日はよろしくお願いします。 

 
 まず、簡単に愛媛銀行の紹介をさせていただきます。愛媛銀行は、1915 年、

大正 4 年に創業されています。今年で 108 周年を迎えます。今週末の 9 月 16 日
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がお誕生日になります。基盤になります愛媛県ですが、東西に長い県ですので、

東側から東予、真ん中が中予、西側を南予と呼んでいます。東予地域になりま

すが、こちらは県域の製造業の中心地域になっています。8 割程度の製造業が

こちらに集積されています。中予地域は、文化や観光、行政の中心になってい

ます。南予は、かんきつ類の栽培や海面養殖、一次産業が盛んなエリアになっ

ています。 
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 少しページを飛ばします。次いで愛媛銀行の規模感をお伝えします、預金は

大体 2 兆 6,000 億円程度、貸出金は 2 兆円を少し下回る程度です。県内の事業

者の大体 8 割程度を、お客さまとさせていただいています。 

 

 これは当行の本部機構の一覧表です、審査部門は 3 つに分かれています。私

が所属しますのは審査第二部で、主に事業再生を担っている部門になります。

今日の後半は、このあたりの視線からのお話をさせていただこうと思っています。 
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 さて、当行の経営者保証に関するガイドラインの取組み状況ですが、詳しく

は資料を後ほどお目通しいただければと思います。 
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80 経営者保証改革と中小企業経営 

 このスライドは、当行のホームページに記載してあるものをそのまま掲載し

ています。スライドの右端のところ、これが直近の実績になります。 

 

 次のスライドは県内他行の状況になっています。先にお示ししました愛媛銀

行の実績に対応する数値が枠で囲ってある部分です。比較しますと、新規融資

に占める経営者保証に依存しない融資の割合は、愛媛銀行が 31.30%、他行が

33.34%です。事業承継時に新旧両経営者から保証を受け入れなかった割合は、

愛媛銀行が 18.1%、他行が 16.2%です。両行比較しますと一長一短ありますし、

広島銀行のように優秀な成績ではないのですが、大体これが地銀全体の平均値

程度かなと思います。そして、エリア性も出るのだろうな、というところで、

ご覧になっていただければと思います。 
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 次は、今日中心にお話をさせていただきます「『経営者株式担保』の取組につ

いて」になります。こちらは 2020 年の金融庁のプログレスレポートでご紹介い

ただいています。 

 

 
 まず、経営者株式というのは何かと申し上げますと、いわゆる自社株のこと

です。経営者株式の特徴としては、市場流動性が全くない、あったとしても低

いということです。そして、経営者や経営者の一族の方でほとんどの株式を持

たれていることが多いです。併せて、その株式は第三者への譲渡に制限が付い

ていることが多いとご理解ください。そうしますと、銀行の担保としては、適
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していないのではないかと考えられると思います。 

 

 そしてもう一つ大事な側面です。銀行が会社の株式を保有することは厳しく

制限がかかっています。通常は 5%までという形になっています。こちらの要件

の緩和が行われたのが 2019 年です。 

 

 2019 年に行われた要件緩和の内容を少しお話ししますと、事業再生会社の場

合は、中小企業に限りますが、10 年間 100%の保有ができるようになりました。

もう一点、非常に大きいのは、従来、こういった形で保有する場合は裁判所の

関与が必要だったのですが、裁判所の関与が不要になりました。その代わり、
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策定される計画には銀行の支援がなされることを織り込むこと、そして、計画

は銀行以外の第三者が策定することが適用要件となり、新しい形での取組みが

行われるようになっています。 

 

 先ほどのプログレスレポートの事案に戻ります。対象は県内の製薬事業者で

す。民事再生を申請、いわゆる裁判所の認可の下で事業再生をするという案件

ですが、当時のメインバンクが債権カットをして支援しています。 

 



 第４章 パネルディスカッション① 金融機関のあり方 85 

 計画は、当時の経営者が外部コンサルタントを招聘（しょうへい）して作っ

ています。収益の柱として海外事業展開を入れたのですが、なかなかうまくい

かなくて、頓挫しているという形になります。ただし、この段階では、経営者

は交代していません。ただ、債権カットまで行った計画が頓挫したものですか

ら、メインバンクは同社の社長に経営責任を取るように求めて、同時に新しい

経営者に株式を譲り渡すことも求めています。 
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 新しい経営者になった段階で、B 銀行、つまり私ども愛媛銀行に相談を頂き

ました。当時の支店長が事業性評価も兼ねて、課題や悩みをヒアリングし、同

時に愛媛銀行だけではなかなか難しいなということで、政府系金融機関との話

し合いの入り口に立つところまで行っています。 

 

 
 その報告を受けた私どもは、A 銀行の債権を肩代わりしよう。政府系金融機

関との連携は非常に良いことだから、これはそのまま進めよう。また、新しい
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経営者には、経営者株式を担保としてお預かりする代わりに、保証参加は求め

ないという形ができるけれども、どうだろうかと、提案することと致しました。 

 この経営者株式担保というのは、先ほどの 2019 年の改正を踏まえて、私ども

が、ちょうど商品化できたところで、実際にはこの取組みが初めての案件でし

たが、経営者に提案したところ、とても喜んでいただいたというようなことが

あります。 

 本件は先ほどの銀行の議決権保有制限緩和を踏まえた取組みとなっています。

そして、この裏側には、この会社が万が一もう一度再生する事態になった時に

は、私どもが担保権を行使して、経営に直接携わることがある、というところ

まで、事業者の方にご理解いただいていますし、銀行もその覚悟を持って担保

をお預かりした、とお考えいただけたらと思います。この取組みは 2020 年 5 月

に実際に実行されています。 

 以上で当行の経営者保証の取組みについて、ご案内いたしました。ありがと

うございました。 
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日下： 

 2 つの銀行それぞれからお話しいただきました。もともと基調講演で問題提

起がなされたことを受けまして、銀行サイドから見た経営者保証問題というの

を明らかにしたわけですけれども、一つ新たな視点が出てまいりました。それ

が事業性評価です。金融機関が企業に対してできることとは実はそれほど多く

なくて、経営者保証には中小企業へのガバナンスという観点もあるのですが、

それにも限界があります。 

 一方で、金融機関は、経営者から事業についてしっかりと聞いて、事業性に

ついて金融機関なりに理解し評価するということはできるのではないかという

ことです。そこで、まず 1 問目の質問は、経営者保証と事業性評価というもの

はどのような関係にあるのか、それについて銀行としてどのように取り組むの

かという観点をお話しいただきたいと思います。横見さんには先ほど既にたっ

ぷり言っていただいたので、まずは二宮さんから一言言っていただいて、その

後、横見さんということにしたいと思います。お願いします。 

 

二宮： 

 事業性評価と、それから経営者保証との関係を、私からお話したいと思いま

す。まず、経営者保証を外すに当たっては、経営者が企業をお財布代わりにし

ている状態というのはあり得ません。そういった観点からも事業性評価は当然

必要となります。経営者保証というのは、私どもも、おおむね経営者の方の規

律付けと捉えている部分が多いのですが、その規律付けを外した、つまり、経

営者保証がなくても、全く問題がないであろうと捉まえるために必要なステッ

プですから、事業性評価は欠くべからざる行為であろうと思いますし、金融機

関にとっても事業者にとっても、一緒に事業性評価に取り組むことにより相互

理解が深まり、その結果として経営者保証を外すことへの道筋が立つというこ

とで、非常に有効な取組みであろうと捉えています。 
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横見： 

 私が思いますのは、当行は事業性評価において、先ほど申しました知的資産

分析から中期計画策定、定性分析にかかわる中で、実はあまり経営者保証との

関連性を議論してこなかったという歴史があります。どちらかというとお客さ

まのことをよく知ることによって、より良いソリューション、より良い相互理

解、リレーションが深まるはずだという仮説の中で進めてきたということであ

り、さらに申しますと、後から経営者保証の観点が出てきたようなイメージで

捉えていました。 

 今、業績が厳しくなっておられるお客さまが多い中で、いかにそのお客さま

の中身をしっかり把握して、もう一度リファイナンスをしていくかという取組

みには、この事業性評価というものが欠かせないと思っています。これがない

と、経営者保証ありなしという問題ではなくて、この企業が将来的にどうなっ

ていくのかというのを銀行として腹に落とすという作業が必要なのですが、そ

こをやりやすくするのが事業性評価であると認識しています。そうなってくる

と、もう既に経営者保証の問題ではないと思っています。従って、われわれは

原則、もう経営者保証は必要ないのではないかというところから再出発するこ

とにした、というところだと思います。 

 

日下： 

 今、大変重要なポイントが出てまいりました。リファイナンスという言葉で

すが、それというのは将来に向けての融資のことですよね。実は事業性評価が

出てきた文脈を申し上げますと、金融庁ではその前に金融検査マニュアルで、

企業の財務内容を見て、それで債務者区分を付けるというルールを、1999 年か

らずっとやってきたのです。財務内容というのは、どこまでいっても過去のデー

タです。過去をあれこれ分析して債務者区分を付けるということを長くやって

きたのですが、それでは金融機関は企業の成長に寄与していないということも
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あって、将来を見る視点に切り替えるために何が必要かというと、この事業性

評価なのではないかと。こういう文脈で出てきたわけです。なので、横見さん

に言っていただいたように、リファイナンスのために必要であるというこの考

え方は、企業の将来を見るためには不可欠な視点だと思います。 

 これに関して言うと、二宮さんは事業再生をやってこられたので、過去を見

ると残念な実績だったとしても、常に未来を見て再生をやってこられたという

立場で、企業の将来を見るという観点に関して、もう一言コメントを頂けます

か。 

 

二宮： 

 私は、20 年ほど事業再生に取り組んできています。振り返りますと 20 年ほ

ど前から、超長期にわたって再生を手掛けた企業が数社あります。いずれも債

権カットを伴わない、いわゆる自力再生をなさった企業で、現在はとても良い

状態になられています。もうそろそろ私の手を離れてもいいのではないかとい

う段階にまで回復されています。これらの企業の共通点は、まず事業そのもの

はしっかりと継続されていますが、ただ、業績不振に陥った構造的なものが 1

点、そして、先代の経営者の方がつくられた莫大な負債、いわゆる過大債務を

背負っていたという 2 点がございました。 

 愛媛銀行は、いずれの企業の場合もメインバンクなのですが、私どもから見

ると債権カットをするには規模が大きすぎて対応しづらい、なにより、せっか

く事業が継続しているわけですから、その事業を何とかして伸ばして、正常な

形に持っていこうという形で取り組んできました。 

 いずれの会社も、経営者の方には保証参加を頂いています。経営者の方と直

接お話しすることも多々あります。精神論を申し上げても、テーマから外れま

すが、経営者の方からは、（保証に入っていることは）「何とかやらなければい

けない。踏ん張るんだ。今は頑張るんだ。というような気持ちの支えにはなっ
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ているよ。」というお言葉は頂戴しています。 

 ただ、これから先もこの状況が必要なのかというのは、課題として持ってい

ますし、後継者への承継も間近に迫ってきています。ですから、承継のタイミ

ングでは改めて事業者の方とわれわれ銀行が話し合いを行い、必要な対応を行

うことになろうと思っています。 

 

日下： 

 ありがとうございました。今のお話で、メインバンクという言葉が出てまい

りました。メインバンクとして長く企業に寄り添っていく、これがまさに地方

銀行の存在意義だと思うのですが、そのメインバンクとして長く寄り添ってい

く過程の中で、必ずこの経営者保証の問題に直面すると思います。 

 広島銀行さんの場合は、突然、劇的に物事が変わったのですが、そういった

こともあまり多くなくて、愛媛銀行さんが経営者保証なしの三十数%という数

値が平均的であると言われたとおりで、現実問題としては、家森先生のグラフ

にもありましたけれども、残り 60%強は経営者保証がまだあるのです。 

 ただ、この数字にはメインバンク以外の先も入っているわけですよね。メイ

ンバンクで数字を取り直してみると、随分景色が変わっているのではないかと

思うのです。そこで、2 巡目はメインバンクという立場と経営者保証というも

のを考えてみたいと思います。先ほどの船井総研さんに言及していただいたよ

うに、実はメインバンクが動くと他の金融機関も動きやすいということ、これ

も事実だと思います。そのメインバンクと経営者保証というものについて、横

見さんと二宮さん、それぞれコメントを頂けますでしょうか。 

 

横見： 

 では、私から。実際にどうなっているかという数字は今持っていないので何

とも言えないのですが、先ほど二宮さんもおっしゃられましたけれども、例え
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ば融資量が一番多い先をメインというのであれば、いろいろな企業さんがい

らっしゃいます。今、二宮さんがまさに担当されているような、業績の苦しい

企業さんもいらっしゃいますし、業績の良い企業さんもいろいろあって、事業

は生き物なのでどんどん変わっていっています。経営者保証を徴求している割

合はどちらが多いかというと、もしかするとメインのほうが多い可能性もある

のではないかと思っています。これは、再生の過程の中で、どうしても債務者

区分の問題もありますし、担保の評価、いろいろなスキーム立ての中でどうし

ても必要なケースも出てくるので、そういったことはあるのかなと思っていま

す。 

 ただ、先ほどの日下さんの質問から申しますと、特に地方銀行のメインのお

客さまというのは、ものすごく長年お付き合いをさせていただいているところ

が多いです。先代、先々代からずっとお付き合いをさせていただいております。

ということは、次世代、次々世代もずっとお付き合いをさせていただかなけれ

ばいけない先だと思っています。にもかかわらず、今何が起こっているかと申

しますと、先ほども申しましたように、次世代のいない会社さんがすごく多い

です。今の状況でいくと、事業承継で息子さんや親族以外の承継というのはす

ごく増えています。例えば、従業員さんの有志の方が継がれたり、お取引先の

方が M&A に近い形で継がれたり、そういったケースも出てくる中で、経営者

保証は非常に大きなネックになってきていると思っています。 

 そういった観点から申しますと、メインバンクとしてその企業を持続可能に

していくには、経営者保証の問題は通らざるを得ない道なのかなと思っていま

す。 

 

二宮： 

 よくメインバンクとサブ行以下の銀行とを分けるのですが、地方の場合、メ

インバンクであるということは、同義として、サブ行以下に比べると保全が厚
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いという状況にあります。サブ行以下は、例えば優良企業であれば一切担保が

なくても取引をしようと取り組むことも多いです。 初からそもそも担保がな

い状態で取り組んでいるサブ行、そして、担保が十分にある状態のメインバン

クといった状況です。この段階で、例えばフルカバーで担保が十分にあるとい

うメインバンクが保証を外すよという場合の取組みの仕方と、サブ行があえて

その状態で保証を外してくるという状況というのは、いずれも各々の銀行の戦

略的なものもあるのだろうと思います。メイン行のほうがフルカバーだから保

証を外すよというのは比較的容易ですので、サブ行以下は一生懸命追随しよう

とするというような形です。メイン行としては、さらに経営者との絆を深める

こともできるでしょうし、「サブ行は追随してきただけでしょう。」というよう

な言い方もあるのかなと思います。 

 反対に、メイン行はなかなか動いていないなと言うときには、われわれがサ

ブ行の位置でシェアアップを図りたいなと思えば、経営者保証をまず外して、

「われわれはこれだけの対応ができますよ。」ということをアピールするとい

うのもビジネス上の戦略なのかなとも思います。 

 サブ行とメイン行というのは、それ以外にもいろいろな位置付けがあります

けれども、いわゆるメイン行としての立場から経営者保証をどれだけ外したか

という割合、このような視点からの検証もしながら、ビジネス的なことだけで

なく、時流に沿った対応が必要になるのかなと、今日お話を聞きながら思った

ところです。 

 

日下： 

 ありがとうございます。極めて現実的なお話をしていただいたので、私も思

わずコメントしたくなるのですが、確かに保全という問題、金融庁の時代は担

保・保証に依存しないと、担保も保証も一緒くたに語っていました。しかしな

がら、担保と保証というのは決定的な違いがあります。保証というのは経営者
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個人でするものです。担保は会社の資産を出すものです。従って、これは本来

会社と金融機関の結びつきを強くするために、融資に対して保全するというこ

とも当然起こり得るわけです。その延長線上にあるものが、今、金融庁が検討

している事業成長担保権で、全く新たな担保権をこれから創設しようという流

れになっています。 

 となると、まさにこれからは連立方程式が増えるのですが、まず事業性評価

でその企業をしっかり見ること。これは変わりません。次に、保全に関して言

うと、今後、事業そのものを担保に取って保全するという方法が出てまいりま

す。となると、3 つ目の方程式ですけれども、メインをどうするかと。企業の

側も金融機関の側も、その 3 つの連立方程式を解いていかなくてはいけないと

いう時代が来るとのだろうと思います。 

 お二人は、今日は何を質問されるのだろうと思って緊張されてきたことと思

いますので、 後に感想なり何なりを一言ずつ言っていただき、これで終わり

にしたいと思います。 

 

横見： 

 今日はありがとうございました。当初、日下さんから今日のお話を頂いた時

にはどうしようかなと思いましたが、家森先生をはじめとして、船井総研さん

やいろいろな方々のお話を聞くと、この問題というのは、日本の、特に地方に

おける地域活性化の大きな問題の一つなのだなと改めて認識しています。われ

われはどちらかというとまだそのように捉え切れていなかったのではないかと

反省しているところです。今後もこのようなシンポジウムがあれば、ぜひわれ

われもウェブで拝聴させていただく中で勉強させていただきたいと思った次第

です。今日はありがとうございました。 
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二宮： 

 今日はありがとうございました。日下さんから数カ月前にパネラーとして参

加してほしいというお話を頂いてから、ほぼ打ち合わせなしで参りました。横

見さんとも、事前にお話をしたかったのですが、こういう形も面白いかなと思っ

て、ぶっつけ本番で来ましたけれども、何とか終わりを迎えることができまし

たので、少し安心しているところです。 

 経営者保証の取組みというのは、もう避けて通れない、日々われわれの目の

前に来ている課題でもあります。広島銀行さんのように優秀な数値を収められ

ている銀行さんと一緒に登壇するというのは、光栄ながら、少し気恥ずかしさ

も感じつつ参ったのですが、これを糧に、より一層精進したいと思います。今

日は本当にありがとうございました。 

 

日下： 

 今日皆さんは、金融機関側はまだまだ途上にあるとご理解いただいたと思い

ます。企業さんとの対話によって、より良い未来をつくっていきたいと思って

います。これからいよいよ企業さんの側にバトンタッチしたいと思います。皆

さん、どうもありがとうございました。 

 

相澤： 

 日下さま、横見さま、二宮さま、ありがとうございました。これで、パネル

ディスカッション①「地域けん引企業を創出するための金融機関のあり方」を

終わります。 
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 第５章 パネルディスカッション② 地方企業の成長とファイナンス政策 97 

 

第５章 パネルディスカッション② 
「地方企業の成長とファイナンス政策」 

 

 

相澤： 

 用意ができましたので、パネルディスカッション②「地方企業の成長とファ

イナンス政策」を始めます。このパネルディスカッションの司会は、株式会社

船井総合研究所財務支援部マネージング・ディレクターの竹内実門さまにお願

いしています。パネリストは、バイオコミュニケーションズ株式会社代表取締

役の佐々木由津子さまと、株式会社嶋澤啓工務店代表取締役の嶋澤徹さまです。 

 それでは、竹内さま、よろしくお願いします。 

 

竹内： 

 それでは、第 2 部のパネルディスカッションを始めさせていただきます。あ

らためまして、船井総合研究所財務支援部の竹内と申します。よろしくお願い

します。後ろにスライドがありますので、こちらも見ていただきながらお話を

させていただければと思います。 

 本日ご登壇いただいておりますのが、神奈川県横浜市で会社経営をされてい

ますバイオコミュニケーションズ株式会社代表の佐々木さまになります。もう

お一方が、埼玉県さいたま市と川口市でリフォームを中心とした住関連のご商

売をされていらっしゃいます嶋澤啓工務店の嶋澤社長です。 

 先ほどの金融機関の皆さまからの事業性評価、経営者保証についてのお話を

お伺いしました。経営者の方々とは、少し異なる考え方だな、というのが最初

の印象です。そのあたりを含めて事業者側の視点で、さまざまなお話ができれ

ば良いと考えています。 
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 まずは、事業内容について、バイオコミュニケーションズの佐々木さまから

お話しいただきます。 

 

佐々木： 

 バイオコミュニケーションズの佐々木です。よろしくお願いします。私ども

は、健康管理システムを中心とした企業の中の予防医療、主に健診や健康管理

システム、それに付随する BPO 業務などを行っています。設立は、1985 年に

私が起業しまして、いろいろな変遷を経まして今に至っています。従業員はパー

ト・アルバイトを含めて約百三十数名です。 

 

 

竹内： 

 ありがとうございます。株式会社嶋澤啓工務店さんにご紹介をいただきます。 
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嶋澤： 

 嶋澤啓工務店の嶋澤と申します。埼玉県さいたま市と川口市で、住宅リフォー

ムを中心にやっています。住宅の新築工事はハウスメーカーが非常に強いため、

私どもはリフォームを中心にしております。本当に小さい仕事、単価で 100 万

円、200 万円の仕事を毎月 100 件、年間 1,200 件という形態になります。基本的

には工事を始める時に着工金をもらい、終わってから完成時にお金をいただき

ますので、資金がショートするということは基本的に少ないのですが、春や秋

は季節的に、工事量が増えますが、完成工事が少なくなる時期もあり、そうい

う場面で銀行さんに資金的なお願いを行うことがあります。このような状況で

経営を行っております。 
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竹内： 

 ありがとうございます。嶋澤代表のご経歴はこちらのスライドをご参照くだ

さい。 
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 では、簡単に私から本日のテーマであります経営者保証解除の大まかなプロ

セスを、企業さまごとにご説明させていただきます。 

 まずはバイオコミュニケーションズさんです。 初のスタートですが、2013

年から 18 年にかけて、佐々木社長は経営者保証ガイドラインを眺めていたと

いう状況からスタートされました。この時期は、経営者保証解除というものが、

時流的にまだ注目されていないというタイミングです。そして 2019 年、商工中

金にて初めて経営者保証なしの融資を受けることができました。そこからとん

とん拍子で進んだわけではなく、さまざまな専門家、特に神奈川県事業承継ネッ

トワーク経営者保証コーディネーターのお力添えを受けながら、少しずつ経営

者保証を外していくということをやってこられました。そして 2022 年にすべ

ての経営者保証が外れました。 

 

 続いて、嶋澤啓工務店さんの経営者保証に関する流れを説明いたします。嶋

澤工務店さんと船井総研は 2010 年ぐらいからお付き合いをさせていただいて
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おりますが、財務コンサルティングに関しましては、2021 年 8 月からお手伝い

をさせていただいています。先ほどお話しがありました、季節による資金ショー

ト、いわゆる資金繰りの課題がありましたので、その問題を解消する目的でご

支援をさせていただいておりました。経営者保証については、社長御自身が金

融機関の方々と面談を行い、2021 年 10 月に解除ができました。2021 年 12 月

には、すべての取引金融機関において経営者保証の解除ができました。 

 嶋澤社長にお伺いしますが、メインバンクは青木信用金庫さんですか？ 

 

 

嶋澤： 

 はい。 

 

竹内： 

 ここからは時系列に合わせながら、お二人にいろいろなご質問をさせていた
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だきます。 

 まず、 初に金融機関の皆さまと事業者さまですり合わせをしておかないと

いけないテーマになります。 初の質問は、「経営者保証に対する印象はどんな

ものでしたでしょうか？」です。これはまだ解除するしない以前の段階になろ

うかと思います。そもそも経営者保証とは事業者にとってどうなのかというと

ころを少しお聞かせいただければと思います。佐々木社長、お願いします。 

 

佐々木： 

 起業して間もないころは、経営者保証に対して特に何の印象も持っていませ

んでした。というのも、私は会社員として、しかも白衣を着て実験をするとい

う研究室の勤務から始めて、その後 30 歳そこそこで起業しました。したがっ

て、私は経営者であるという自覚をはっきり持っていなかったというのが実情

です。その頃は経営者保証というのが自分の人生にとってどのような意味を持

つのか、あまり深く考えたこともありませんでしたし、何も分かっていません

でした。 

 その意味が身に染みて分かったのが、会社設立後 5 年ほどして、非常に業績

が落ち込み、融資の返済ができないような状態に陥った時です。この頃の私ど

もは、システム開発を生業にしていまして、基本的に入金は受注後 6 カ月から

1 年後のような状態でした。このため、資金繰りというのはいつも苦しく、受

注のサイクルが少し狂うと、途端に火の車になっていました。その中で 5 年目

ぐらいに 悪な状態となり、融資の返済が滞る事態に陥りました。銀行さんか

らは責められ、毎日のように「どうしたことだ」「どうするつもりだ」というよ

うな呼び出しを受けていました。 

 もしかしたらこのまま倒産して債務の一切は私に降りかかってくるかもしれ

ないと思いました。会社の債務というのは、個人の借入と比べますと桁が違い

ます。どのような手段でこの返済をできるだろうか、私 1 人でどうやったら賄
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えるだろうか、その時は本当に真剣に考えました。究極の状態を考えすぎて、

メンタル系の不調に陥ったのではないかと思うのですが、手段としては保険金

ぐらいしかないな・・・ということも心をよぎりました。経営者保証制度によ

り、この時は首元に刃を突き付けられているような気持ちになっていました。

今の日本もそうですが、徴兵制もなく安全に暮らせる国なのに、命の危険を感

じながら暮らしている者がこの日本の中のどこにいるだろうか、もしかしたら

中小企業主ぐらいではないだろうかとさえ思いました。 

 この危機は何とかクリアしましたが、それ以降、経営者保証は何とかして外

したい、外せないかとずっと考えていました。ただ、行動としては何もしない

ので、時たま考えて「何とかならないかな」と思っていたという状況でした。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。嶋澤社長はどのように経営者保証について考えてい

らっしゃいましたか？ 

 

嶋澤： 

 お金を貸してもらう立場ですので、銀行さんから個人保証を求められるのは

当たり前だろうと考えていました。今振り返ってみると、建築の知識しかなく、

経営の知識はあまりなかったので、融資の種類（プロパー融資や保証協会付融

資など）もその区別すら分からず、ただお金を貸してくれるなら保証協会の手

数料を取られても仕方ない、個人保証を取られても仕方ない、そのような感じ

でした。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。嶋澤社長の場合は、経営者保証に関してというより、

資金繰りを何とかしたいというところから金融機関の方々とのやりとりが始
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まっていると思います。そのあたりも含めて、どのようなタイミングで、経営

者保証を解除しようと踏み切ったターニングポイントについて教えていただけ

ますか？ 

 

嶋澤： 

 解除しようと踏み切ったというのは、船井総研さんから毎日のように「個人

保証を外せますよ」というメールが届いて、本当かなと思ってセミナーに出て

相談したのがきっかけです。その中で、融資にもいろいろな種類があって、当

座貸越を作っていただける可能性があることがわかり、コンサルタントの方に

いろいろと相談に乗ってもらっておりました。そして、埼玉りそなさんに当座

貸越枠を作っていただき、続いて青木信用金庫さんでも作っていただきました。

武蔵野銀行さんはなかなかやってくれませんでしたが、金融機関によっていろ

いろ違いあることを理解しました。 

 私が代表になった時、お付き合いのある銀行のいくつかは、「代表者が代わっ

たのだから、新しく社長になった息子さんに保証人の変更を」ということにな

りましたが、幾つかの銀行では「会長がそのまま保証人でいてください」と言

われました。その時に、私においても、息子に経営を譲ったときに、そのまま

会長になっても保証人がずっと続くのかなと、不安を感じました。そういう背

景がありましたので、船井総研さんのメールを読んで、セミナーに参加して詳

しい話を聞いてみようと考えました。今思えば、それがターニングポイントで

した。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。少し補足させていただきます。嶋澤啓工務店さんの

場合、過去 3 年間の資金繰りを分析して、季節的に資金ショートが発生するタ

イミングがあり、具体的に、何月にこの金額の資金ショートが発生することが
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わかる資料を準備させていただいておりました。その資料をもとに、社長が金

融機関の方と面談していただいて、当座貸越枠をつくっていただくためのサ

ポートを行っておりました。その中で、経営者保証ガイドラインに沿っている

ことを、金融機関の方々に説明できれば、経営者保証を外せる可能性がありま

すとお伝えさせていただきました。それを嶋澤社長に理解していただき、そこ

から経営者保証外しに関しても、金融機関の方と交渉してみようかということ

になりました。 

 佐々木社長、同じ質問です。何かターニングポイントはありましたか。 

 

佐々木： 

 私が船井総研さんを知ったのはずっと後のことなので、残念ながら経営者保

証に関しての指導は受けておりません。さきほどお伝えしたように、潜在的に

はずっと経営者保証を外したいと思っていました。そして 2013 年頃から報道

で、中小企業に課されている経営者保証を外すべきではないかという議論が起

こっていることを知りました。この頃から中小企業庁のホームページに出てい

る経営者保証に関するガイドラインなどを眺めていて、「こういう時代が来た、

よかったかな」と思っていました。 

 それより前、2010 年ころに取引銀行の営業のご担当者に「経営者保証を外す

にはどのような条件をクリアすればいいですか」という質問をしたところ、そ

の条件を 1 行さんが教えてくださいましたが、このような条件をクリアできる

中小企業がどこにあるのだろうと思うぐらいハードルの高いものでした。「ち

なみに、御行の支店でどこか中小企業で経営者保証を外しているところはあり

ますか」とお聞きしたところ、「大企業の関連会社で御社ぐらいの規模のところ

で外しているところはありますが、それ以外はないですよ」というような、に

べもない返事でした。 

 本格的に経営者保証解除に向けた活動を始めるきっかけになったのは、2019
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年の商工中金さんとのお取引です。その時に商工中金さんから「経営者保証は

不要です」と言っていただきました。これは大変うれしかったです。この時も

他行さんに懲りもせず「商工中金さんが外してくれたので、御行も検討しても

らえませんでしょうか」というような問い掛けをしました。ただ、この時の答

えとして、「商工中金さんは政府系機関で、私どもは純粋な民間ですので、ちょっ

と難しいです」というようなお話でした。 

 また、そろそろ私どもも事業承継を考えなければならない年齢になってきま

して、社内または社外から後継者を探そうと思う時期に来ていました。その時

も今も同じように考えていますが、全く世間知らずの状態で、文字どおりゼロ

からのスタートでこの会社を起こしましたが、もしあの時に債務ウン億円のス

タートでやらないかと言われたとしたら、いくら向こう見ずの私でも決してイ

エスとは言わないだろうと思います。ですから、この経営者保証の話は後継者

候補者に言うこともできないと考えていました。このような感情がありました

ので、経営者保証はどうしても外してもらわなければ、という考えになりまし

た。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。大きなポイントは商工中金さんが経営者保証なしで

融資をしてくださり、それが次につながったということですね。 

 今度は、実際に経営者保証を解除するために、金融機関の方々と面談・交渉

するフェーズについて話を進めたいと思います。佐々木社長にお伺いします。

商工中金さんが経営者保証なしでの融資を実行して、他の金融機関の方々の対

応はどのような感じだったのでしょうか。 

 

佐々木： 

 先ほども話がありましたが、債務者のほうから経営者保証を外してください
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と言うのは、実は結構勇気が必要です。商工中金さんから経営者保証なしでの

融資を実行していただいた時に、これは良いチャンスだと思いました。そこで

他の金融機関の営業担当の方に、経営者保証解除に関してお願いしましたが、

私も少し気が弱かったかと思いますが、「まあ無理でしょう」というような返答

でした。本当はそこで支店に行ってきちんとお願いすればよかったのかもしれ

ませんが、めげてしまったというのが実情です。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。嶋澤社長にお伺いします。「経営者保証を外したい」

ということを金融機関の方に打診した時は、どのような反応でしたでしょう

か？ 

 

嶋澤： 

 船井総研さんの財務支援で、「経営者保証を外せる可能性がある」ことがわか

りました。その時は、「本当にそんなことできるのかな？」と感じていました。

コンサルタントの方に「このような順番で、こういう表現で話をしていくとス

ムーズになります」というトークスクリプトを作っていただきました。 

 銀行の担当者に会社に来てもらって、机の下にそのトークスクリプトを隠し

ながら、「こういう感じでお願いします」と話していましたら、「嶋澤さん、何

読んでいるのですか」というようなことを言われて、「実は財務コンサルタント

にお世話になっている」という話をししました。そしてトークスクリプトに沿っ

て話をしていくうちに、銀行の人も真剣に前向きになってくれました。 

 そのような中で、財務コンサルタントの方から「私募債も検討しましょう」

という話がありました。そのタイミングで、たまたま埼玉りそなが私募債を提

案してくれて、「私募債なので、個人保証なんか取りませんよ」という話があり

ました。そこで、個人保証なしの資金調達ができることが分かり、経営者保証
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について、青木信用金庫や東京信用金庫と面談しながら、少しずつ外れていっ

た感じです。 

 

竹内： 

 大前提として、嶋澤啓工務店さんの場合、経営者保証ガイドラインにしっか

り準じた形で経営を行っていたということがあります。そのうえで、メインで

はありませんが、埼玉りそなさんが経営者保証を外すということが、一つの着

火点になりました。その前に私募債を出したということもあったのですが、そ

のことで、メインの青木信金さんが、「じゃあ、うちも外します」ということに

なって、一気に外れていくというような状況になりました。 

 それでは、経営者保証を外すタイミングでの金融機関との交渉で苦労された

ことについて、佐々木社長にお伺いしします。金融機関との交渉の中で、一番

苦労された点や困った点はありますか。 

 

佐々木： 

 先ほども申し上げましたように、2013 年、2015 年、そのあたりから経営者保

証をどうしても外したいなと思っていました。先ほどのような銀行の方に巡り

会えればよかったなと思いますが、営業担当の方に話しても、あまり本気になっ

て取り合ってくださらなかったというのが実情です。何とか土俵に乗ってもら

いたいと思ったので、神奈川産業振興センターというところでちょうどその時

に始まった、経営者保証コーディネーターの制度を使って、中小企業診断士の

方を派遣していただきました。これは事業承継に絡んで支援をしていただいて

いるところなのですが、この時に申し込んだのは弊社が神奈川県で 初ですよ

と言われました。そのご担当者と 4 行を回っていただきましたが、この過程で

すごく時間がかかったなというのが苦労した点です。 

 それからもう一つは、その 4 行のうち、どうしても 1 行が解除していただけ
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ませんでした。私もその時は理解してなかったのですが、その銀行が保証を外

してくださらないのではなくて、私が受けた融資の種類が経営者保証前提の商

品だったということが後から分かりました。あまり融資の種類をおしなべて何

でも知っているわけではないので、そのような融資もあったことは、ごく 近

になって分かりました。結局、その融資に関しましては、別の金融機関で借り

替えることができ、経営者保証をすべて外すことができました。何よりもかな

り時間と労力がかかったことが苦労した点です。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。恐らくここではお伝えし切れないさまざまなご苦労

があったのではないかと思います。嶋澤啓工務店さんは半年ぐらいで全取引の

経営者保証が外れました。一方で、佐々木社長はだいぶ時間がかかりました。

いずれにしても、経営者サイドからすると、苦しみながらやっとの思いで、経

営者保証が外れたということはご理解いただけるかと思います。 

 続いて、経営者保証が外れる前と後を比較して、心境や事業に対する考え方

などについて、どのような変化があったかということをお話しいただきたいと

思います。では、佐々木社長、お願いします。 

 

佐々木： 

 経営者保証が解除されることによって、これで自由になったとか責任がなく

なったとは全く思っていません。従来から言われている、経営者保証がモラル

ハザードの抑制に役立っているという説は、少なくとも私にとっては当てはま

らないと思います。 

 今感じていることは、経営者保証が解除されたことにより、金融機関とより

密接なコミュニケーションが必要だと考えています。そのためには、自社の状

況を財務面や営業面からご説明するための経営情報を整理すること、定期的に
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金融機関とミーティングを持って理解を深めていただくことが大切と思ってい

ます。その意味では、以前よりもより一層、経営者の義務がより多く発生した

と考えています。経営者保証解除が単独で直接的に事業意欲に影響すると思っ

たことはないのですが、新規事業や投資をしようと考えた時、創業間もない頃

に味わった恐怖心のように、投資や事業の進展を躊躇してしまうことはなく

なったかと感じています。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。では、同じ質問です。経営者保証解除の後、何か嶋

澤社長の心境の変化はありましたか？ 

 

嶋澤： 

 以前は、中小企業は仕事で現金をたくさんためて、無借金で経営していくの

が安全でいいのだろうと思っていました。ただ、これから売上を上げていくた

めには、新たにショールームの出店や、新しいエリアに進出していくことが必

要だと考えています。また、新拠点の不動産の情報などを得たら、すぐに決断

しなければいけないので、チャンスを逃さず会社を発展させていくためには、

銀行さんと良好な付き合いをしていかなければいけないと思っています。きち

んと毎期利益を出して、きちんとしたバランスシートの状況を続けていくとい

うのが何よりも大事だと思っています。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。嶋澤啓工務店さんの場合、金融機関からの新規出店

時の資金調達や、金融機関の方とのコミュニケーションが非常に深まったこと

で、 近ではお客さんの紹介やビジネスのサポートが増えてきているというお

話も伺っています。金融機関の方々からすると、本業支援に力を入れなければ
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ならないという状況もあるかと思いますが、事業者側からそれをお願いすると

いうのもなかなか難しい中、良好なコミュニケーションによって、プラスの面

がより多く出てきている状況です。 

 では、 後のご質問です。今後の展望について、ぜひお聞かせいただければ

と思います。佐々木社長お願いします。 

 

佐々木： 

 初の頃はシステム開発で非常に資金繰りが厳しかったということで、その

過程で何とかストックビジネスにならないかと考えてきました。今後の目標と

しましては、受注して納品するという形ではなくて、準備期間を経てシステム

を用意し、それをクラウドの形でサービスを提供する仕組みを付加していきた

いと考えています。 

 また、弊社が携わっている健診をはじめとする予防医療分野は、意外と DX

化が遅れている分野です。例えば、皆さまが健診を受けてから 1 カ月後ぐらい

に結果が届くというのが普通の状態かと思います。ただ、今の世の中で 1 カ月

後でないと納品物が届かないというのは、医療の世界ぐらいではないかと思っ

ています。その要因として、健診機関とのやりとりは、いまだに FAX がスタン

ダードです。FAX なんてどこにあるのというのが一般の事業会社なのですが、

いまだにそのようなインフラを使っている業界です。 

 私どもがこの事業に参入したからには、この部分を何とか改善していきたい、

イノベーションを図っていきたいというのが目下の願い、展望です。これらの

事業を実現するためには、かなり大きな変革が必要だと思いますし、金融機関

さんはもちろんのこと、他の会社との連携も必要かと思いますので、先ほど申

し上げましたような事業のコミュニケーション、事業に対するディスクロー

ジャー、情報提供により努めて、いろいろな会社の協力を得たいと考えていま

す。 
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竹内： 

 ありがとうございます。では、嶋澤社長、展望についてお願いします。 

 

嶋澤： 

 今後ですけれども、さいたま市は人口も結構多くて、特に浦和区や南区はま

だまだ人口が増えている状況なので、私の代であと 2～3 店舗は出店しなけれ

ばいけないのかなと思っています。ある程度の規模になっていかないと、10 年

後、20 年後は生き残れないのではないかと考えていますので、もう少し会社の

規模を大きくして、事業を発展させていきたいと考えています。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。このパネルディスカッションでは、事業者の方の目

線でいろいろお話を聞かせていただきました。先ほどの石田の事例にも出てき

た千代田商事さんという会社の方もおっしゃっていたのですが、今回こういう

機会で改めてお伝えさせていただきたいこととしては、やはり経営者保証とい

うものは、そもそも事業者にとってはかなり精神的な負担が大きいものだとい

うことです。 

 例えば佐々木社長の場合は、創業 5 年ぐらいの時に非常に資金的なご苦労を

されたということもあって、経営者保証というものにかなり早くからご関心を

持たれていて、いつか外したいとずっと考えていらっしゃいました。嶋澤社長

も財務の改善をしていく中で、経営者保証を外すというタイミングで強く関心

を持たれました。事業の発展や事業承継を考えている方の中には、この経営者

保証の問題についてアクションを起こし始めた方は、少しずつ増えてきている

と感じています。 

 ただ、先ほどのアンケートの結果にもあったとおり、まだ外さなくてもいい

と考えている方は、経営者保証の問題自体を考えていないという方が多いので
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はないかなと推察しています。数多い関心の薄い方々にどうアプローチしてい

くのかというのは一つ大きな課題かと思います。これは金融機関の皆さま方と

一緒に考えていきたい問題です。 

 また、この経営者保証のガイドラインの中に、適時適切に財務状況や経営状

況を開示していくという条件があります。お二方も、先ほどの千代田商事さん

もそうですが、これによって金融機関とのコミュニケーションがすごく深まっ

たなと思っています。事業者と金融機関の関係性が明らかに変わってきたと感

じています。特に嶋澤社長がよくおっしゃるのですが、「とにかく借り手と貸し

手だから。頭を下げて借りるものだ」という認識が強いと思われていたのが、

今は対等な関係として、ビジネスパートナーとしての関係性ができてきている

ということです。そうすることによってより良い関係になれば、さらなる事業

拡大にもお力添えを頂けるということも含めて、とても良くなったなと感じて

います。 

 このように考えていきますと、数多くの事業者の方、いろいろな状況があり

ますが、やはり何とか勇気を出していただきながら、まずは金融機関の方に「経

営者保証について相談したい」と言っていただくのが現実的なのだろうなと思

います。一方で、金融機関の皆さまからしたら、「経営者保証について相談して

もらって大丈夫です」という雰囲気を出していただくと、この問題の進展にお

いて変化していくのではないかなと思います。 

 このパネルディスカッションにおいて、お二方が共通しているのは、経営者

保証解除に関して、一般的に事業者からは言いづらいということだと思います。

もちろん金融機関サイドから「経営者保証を外せますよ」というアプローチは

なかなか難しいかもしれませんし、事業者側も外したいという相談をしていか

なければいけないと思いますが、そこの歩み寄りといいますか、そのあたりは

少し進められると、恐らく良くなると感じています。 

 何が良くなるかというと、我々も確信を持ってお伝えできるのは、経営者保



 第５章 パネルディスカッション② 地方企業の成長とファイナンス政策 115 

証がいろいろボトルネックになっているということです。特に経営者の方のメ

ンタル面での影響というのは非常に大きいと感じます。この問題がなくなるこ

とで、事業が継続していく、もしくは事業承継も円滑に進みやすくなるかもし

れません。お二方の企業は比較的大きな商圏の大都市で経営をされていますが、

本当に厳しい地方経済では、その会社がなくなっていくこと自体が地域に対し

て大きな影響を及ぼすところがあるかと思います。そういう意味では事業を存

続していく、そういう企業を 1 社でも 2 社でも増やしていくという観点での地

域経済の活性化も考えていかなければいけないのかなと思います。 

 今回こういう機会を頂きまして、本当に大変だなと思っています。経営者保

証を外したいと思っている方々や、少なくとも経営者保証に関心のある方々は、

これから何らかの動きができるのだろうなと思っています。しかし、まだ数多

くの方々が経営者保証に関して、アクションを起こそうと考えていない、もし

くは関心が薄いのです。そういう事業者の方々に対してどういうことができる

のかということも、改めて考えていきたいなと思っています。 

 何か最後にお伝えしたいことはありますでしょうか？ 

 

佐々木： 

 これからの展望の一つなのですが、やはり銀行の営業の方だけですと、3 年

に 1 度ぐらいで代わってしまいます。そうすると口頭でお伝えしたものが次の

方になかなか伝わりにくいということは、私ども中小企業のほうにも責任があ

るのではないかなと思っています。中身の問題ではなく、書類にまとめて銀行

に提出して、それを記録として引き継いでいただくという努力が必要なのでは

ないかなと思っています。見本としては、上場企業の IR 情報などを見まして、

非常によくまとまっていますし、あのような立派なものはできないにしても、

定期的に私どもも銀行さんにそういったものを提出することによってコミュニ

ケーションを図るというのが大事ではないかと考えています。 
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竹内： 

 ありがとうございます。では、嶋澤社長お願いします。 

 

嶋澤： 

 本日の講師の石田さんにお世話になって 3 年前に埼玉りそなの私募債ができ

まして、つい 1 カ月前にも武蔵野銀行が私募債をやってくださいました。そう

いった流れを見て、全く縁もゆかりもなかったのですが、埼玉縣信用金庫さん

がいらっしゃって、いきなり当座預金を提案してくださいました。これからも

そのような金融機関のご縁を大事にしていくことが必要だと思っています。 

 

竹内： 

 ありがとうございます。もちろんいろいろな方に応援される社長のキャラク

ターもあるのではないかと思います。ぜひいいネットワークをつくっていって

いただければと思います。 

 では、事業者側としてのパネルディスカッションは以上とさせていただきま

す。ご清聴いただきましてどうもありがとうございます。 

 

相澤： 

 竹内さま、佐々木さま、嶋澤さま、ありがとうございました。これで、パネ

ルディスカッション②「地方企業の成長とファイナンス政策」を終了します。 

 後に閉会に際しまして、本日のシンポジウムを後援していただいた株式会

社船井総合研究所の代表取締役社長執行役員の真貝大介さまからごあいさつい

ただきます。真貝さま、よろしくお願いします。 

 

真貝： 

 船井総合研究所の真貝です。ごあいさつの前に、ここまでの講座で相対する
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金融機関の皆さまと経営者の皆さまのそれぞれの立場からのご意見がぶつかる

中で、唯一、船井総研というのは一体何をやっている会社なのかというのが非

常に分かりづらかったのではないかと思いますので、まず、簡単に会社のご紹

介をさせていただきたいと思います。 

 

 こちらは私の自己紹介です。重要な情報が入っていないのですが、私は実は

この神戸大学の経営学部を卒業しています。今は船井総研の社長をやっていま

す。 
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 まず、会社の概要を簡単にご紹介させていただきますと、メルマガを送った

り経営者保証を外すだけの仕事をしているわけではなく、立派に上場している

会社です。時価総額が 1,400 億円ぐらいでしょうか。もう 50 年を経過していま

す。 

 総合研究所という名前ですので、金融機関の方からはシンクタンクとよく勘

違いされることが多いのですが、ほとんどが中小企業の経営者向けに経営コン

サルティングを行っています。99%経営コンサルティングを行っています。当

然、中小企業の経営者を相手にしていますので、いかにその業績を上げるか、

会社を成長させていくかということがメインのコンサルティングのテーマと

なっています。 
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 それを実現するための体制、今私が見ているコンサルティング部門で 90 人

ぐらいのコンサルタントが在籍していますけれども、このような体制を敷いて

います。縦に並んでいるのが業種・業界別の部隊でして、主にマーケティング

のコンサルティングが多いのですが、先ほどお話が上がったような、例えばリ

フォーム業界や医療、介護業界に特化して業績を上げるコンサルタントがいま

す。 

 ですので、例えば出店しなければいけないとか、人材の投資をしなければい

けない、デジタルの投資をしなければいけないという一番の戦略部分をつかさ

どっているのが、この業種・業界別のコンサルタントです。成長の過程で、資

金繰りが少し悪くなったり、大掛かりな資金調達をしなければいけない、ある

いは、例えば採用しなければいけない、M&A をしかけていかなければいけな

いという話が出た時に、この横ぐしの経営機能別のコンサルタントというのが

います。 
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 今日登壇した石田は今、財務の部隊の責任者として率いてくれていますので、

どのような業種でもある一定の財務のご相談に応じているというような部門で

す。ちなみに私は、もともと士業というテーマでコンサルティングのキャリア

をスタートして、今は社長をやっているということです。 

 こういったことをやっていくと、例えば今日のお話を聞いていて思いました

のは、経営者保証は外していくような方向性だけれども、外したら外したで、

成長のバックグラウンド、いわゆるロードマップがない社長が、ただただ経営

者保証が外れてほっとしているだけというのはどうなのかなと。それは普通に

私もコンサルタントとしてふと思った疑問です。 

 一方で、金融機関側も経営者保証を外すということだけが目的化して、外し

てその後、別に特に何もなかったということではあまり意味がないのだろうと

思います。われわれコンサルタントも経営者保証を外したいだけのコンサル

ティングを受けて、外した後は「じゃあ、勝手にやってください」ということ

ではいけないだろうなと思っています。 
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 私の一つの判断軸として、船井総研は例えばこういうものを持っています。

これがよく世でいわれているパーパスというものだと思いますが、船井総研は、

今年からこのパーパスを制定して、グループ全体で「サステナグロースカンパ

ニーをもっと。」というパーパスを掲げています。各地域・業界に成長性と持続

性を併せ持つ良い会社を増やしていくことを実現するのであれば、その足かせ

になっている経営者保証のようなものがあるなら、それを解除して資金調達を

しやすくするとなります。 

 

 あるいは、今私どもが IPO のコンサルティングをする中で、われわれは東京

プロマーケットの J-Adviser という審査資格を保有してサポートしていますけ

れども、これも中小企業が個人から法人に移り変わっていくお手伝いというこ

とで、メニューの中に加えています。こういったサステナブルでしっかりその

成長を実現できるような会社を生み出すために、今ご紹介したような事例を積

み重ねているということです。 

 サステナグロースカンパニーというのは、サステナブル×グロースというこ

とで、要は左側のただただ急成長しているだけで長続きしている会社では駄目

だよねと。一方で、日本に非常に多いですが、ずっと延々長くビジネスをやっ
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ているけれども、結構まったりしてきてしまって、成長スピードが遅くなって

きていると。日本の企業は成長速度が遅い、生産性が低いというようなことを

よくいわれるのは、こういった中小企業が多いからではないかと思います。そ

れもやはり良くないよねと。 

 
 一方で、大きくて急成長をしていてそれなりに長続きしているけれども、た

だ大きいだけでガバナンスが利いていない何々モーターのようなことにならな

いように、グレートカンパニーを目指しましょうということをこの間までは申

し上げていまして、できればサステナグロースカンパニーということを今後は

実現していきたいですねというようなところで、このパーパスを掲げていると

いうことです。 

 そのための手段のところが、われわれのコンサルティングの中身になってい

ます。コンサルタントとしても、それから経営者の皆さまにも、こういったと

ころを見失わずに目先の問題を解決していけたらなと考えています。 

 そのような中で、実はそういう意味では別に中小企業だけではなくて、ひょっ

としたら金融機関の経営においても同じことを考えていかなければいけないの
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ではないかということで、信用金庫さま向けにも同じように、コンサルティン

グメニューをやっています。今年はたまたまわれわれがやっているアワードの

グレートカンパニー大賞で、信用金庫業界で初めて城南信金さんが大賞を受賞

されるというようなことがありました。もちろん中小企業の経営だけでなくて、

信金の経営に関してもしっかりサジェスチョンをしていきたいなと思っていま

す。 

 ちなみに、われわれの財務コンサルティングで、先ほど当貸の話や経営者保

証の話が出ましたけれども、全体として借り入れが減っていったり、全く資金

調達が増えないという事例は多分ほとんどないと思います。あくまで借り入れ

を増やしたり資金調達を増やすことで、社長に投資をしっかりして会社を伸ば

していただくために、信金さんや地銀さんとお話し合いをしているということ

で、結果としては信金業界にとっても地銀業界にとっても貸し出しが増えてい

るというのは間違いないのではないかなと思っています。われわれはどちらか

というと、もともと中小企業向けに組み立てていましたので、まだまだ信金業

界向けや地銀業界向けに転換するところまでは進んでいませんが、今後そう

いったことも増やしていけたらなと考えています。 

 それから、先ほどお話をさせていただいた石田が今お手伝いしているのは、

財務の部分です。これは当然保証の部分だけではなくて、それは本当に 1 メ

ニューでして、CFO のようなところのサポートをしたり、決算対策、事業承継

のようなところまでお手伝いをして、IPO までつなげていくというように、総

合的な財務コンサルティングをしています。また、金融機関と対峙（たいじ）

するだけではなくて、連携して地域のリーダー企業を育てていくというような

こともやっています。 

 後に、なぜ船井総研がこの経営者保証というものに着目したかという話を

させていただきたいと思います。先ほど私は士業のコンサルティングからス

タートしたと申し上げましたが、実は私のもともとのキャリアは、司法書士と
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いう士業の中でも非常にマイナーな資格を、まさに成長実行支援ということで、

業績アップのコンサルティングの対象として選んで、お付き合いをし続けてき

ています。 

 実は今、割と成長市場として注目されている、事業承継よりも少し前に相続

というマーケットがありました。これはどちらかというと法人よりも個人の相

続問題ということに非常に着目されていたわけですが、そういった分野も私が

お手伝いをすることで、司法書士事務所が成長するというようなことが非常に

多かったです。実はこの相続というマーケットは、皆さんのほとんどがお金持

ちの相続税マーケットをやっている、税金をどうするこうするというようなと

ころで活躍されている方が多くて、気が付くとそれが個人の相続から法人の相

続に変わって、今 M&A が結構ブームになっているというような話があるのか

なと思います。 

 M&A は随分加速しているのですが、一方で、同じテーマの事業承継の中で

も同族承継、まさに今日経営者保証がハードルになっているという話がありま

した。船井総研のクライアントは 6,000 社から 7,000 社ありますけれども、長く

成長している会社は、M&A よりは同族承継をやっていらっしゃる会社が多い

です。これまでの経緯では、もちろん保証も上手に受け継ぎながらやっている

というのが多かったのではないかなと思っています。同族承継が進まないとい

う社会課題に対して、実は個人保証がセンターピンなのではないかということ

を、私は士業のコンサルティング時代に思っていました。財務ではなくて、士

業のマーケティングのコンサルティングをしている時代に、これはすごくいい

テーマなのではないかと思ってました。 

 今ここで個人保証という言葉を使っています。お分かりになります通り、当

時は経営者保証という言葉はあまりポピュラーではありませんでした。今も

ひょっとすると中小企業の社長と話すと、ほとんどの人は経営者保証ではなく

て個人保証だと思っていて、金融機関や行政は経営者保証という言葉を意識し
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て使っているのかなと思います。目線が個人の保証ではなくて、経営者として

の保証なのだという話に少しずつ切り替えてもらいたいというメッセージが

入っているのかなと思います。それも非常に重要なことなのだろうということ

です。 

 一方で、財務コンサルティングのマネジメントを見るということになりまし

て、気が付いたら個人保証解除の事例が非常に増えてきて、ご支援先からも喜

ばれるようになって、借り入れ強化、投資強化につながったということもあり

ました。 

 以前、金融庁の長官を務めていらっしゃった森さんの講演で、CtoB 社会に触

れられました。この経営者保証に関して言えば、デジタル社会において、例え

ば金融機関の方は経営者のデータをたくさんお持ちだと思いますが、それを基

に法人融資を伸ばしていくような、データを基にして法人向けの営業を活性化

させるというようなお話をされていまして、それに私は非常に感銘を受けまし

た。決して経営者と金融機関が対峙するだけの関係性ではなくて、非常にあつ

れきを生んでいるこの難しいテーマを解決すれば、ものすごく生産性が上がっ

たり企業の成長を生めるのではないかと思っています。そこにわれわれコンサ

ルタントや第三者としての士業のようなところも関わっていくことで、善循環

を生むことができるのではないかということが、少し頭の中にありました。 

 金融機関は健全な利益相反関係であるべきだと思うのですが、その中では必

ずしも保証を外したらいいというわけではないというのは、どこかで勉強する

ことがありまして、ケース・バイ・ケースなのだなと。確かにサステナグロー

スを目指していない経営者にとっては、保証を外すというのはどうなのだろう

と思う瞬間もありまして、こういうこともお互いの立場で問うていくべき場が

あるといいなと思ったのが、このシンポジウムをご一緒させていただくことに

なったきっかけです。 

 その中で、今日ご登壇されていた家森先生と日下先生は、共に私の母校の神
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戸大学で今ちょうど教鞭を執っていらっしゃるということでして、こういった

形で忌憚（きたん）なく意見を出し合って世に問うことができるよというアド

バイスを頂く中で、この会を開かせていただきました。そういう意味では、今

日がいきなりゴールに向かうとは思っていないのですが、この出光記念館で偉

大なる出発、出航をできたらいいのかなと考えています。 

 私は、そういう意味では 20 年間コンサルティングをやってきまして、コンサ

ルタント人生のゴールを目指して、この経営者保証の問題を解決して、日本の

中小企業の生産性を上げるというようなところに何か一石を投じられたらと

思っていますので、これを機会にもし船井総研にご関心を持っていただけたよ

うでしたら、何か一緒にプロジェクトにご参画いただけると幸いです。 

 後に、今回この会を企画していただきました家森先生、日下先生にはお礼

を申し上げます。それから、主催者の神戸大学経済経営研究所の皆さま、社会

システムイノベーションセンターの皆さま、そして、何といっても非常にデリ

ケートといいますか、内々のお話をご紹介いただいたパネラーの皆さまにもお

礼を申し上げて、私の閉会のあいさつと代えさせていただきたいと思います。

長時間お疲れさまでした。ご清聴ありがとうございました。 
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株式会社船井総合研究所財務支援部マネージング・ディレクター 

竹内実門 

 

 

 今回、経営者保証について事業者側の視点で、お二人の経営者からさまざま

なお話をお聞かせいただきました。経営者保証に対する印象から始まり、解除

に向けての行動を起こすきっかけ、実際の金融機関さんとのやり取り、苦労さ

れたポイント、そして経営者保証が解除になってからの経営に対する考え方の

変化と、一連の流れの中で経営者がどのように考え、行動を起こしてきたかと

いう事例をお伝えさせていただきました。その中で非常に重要な視点としては、

経営者保証が外れたことで、事業の成長に大きく影響を与えているということ

です。 

 

 経営の目的は企業によってさまざまではありますが、船井総合研究所では創

業以来 3 つの目的を掲げています。一つ目は収益性の追求、二つ目は社会性の

追求、そして三つ目は教育性の追求です。収益性というのは事業を継続し、成

長していくために不可欠なものです。社会性の追求とは、利益を出して納税す

ることで地域や社会に貢献するという側面と、その事業自体が社会や地域に

とって不可欠なものとなり、地域住民や地域そのものに良い影響を与える存在

になろうとするものです。教育性の追求とは、企業が社会の公器として従業員

の成長を支援し、その結果としてより良いサービスや商品を提供することで、

地域にとって不可欠な存在になることを目的としています。これらのことを踏

まえて、創業者である故舩井幸雄は、「良い企業をたくさんつくり、世の中をよ
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り良くしていく」と話しておりました。その意思を引継ぎ、船井総合研究所で

は、時代の変化に合わせて、その良い企業の定義を「一番企業」から「グレー

トカンパニー」へと変化させてきました。 

 一番企業づくりやグレートカンパニーづくりにおいて、特に重要な要素は、

業績アップや集客といった、売上や利益を増大させるという企業の成長を加速

することでした。昨今では時代の変化に伴い、持続可能性（サステナビリティ）

が重視されています。そして、どのような時代・環境においても持続可能性と

成長性を併せ持つ企業を現代の良い会社と定義し、船井総研グループのパーパ

スとして「サステナグロースカンパニーをもっと。」を掲げております。 

 この中で、持続可能性という観点で企業経営を考えたときに大きな問題とな

るのは、「事業をどのように引継ぎ、存続させるか」ということです。日本は世

界的に見ても 100 年以上続く長寿企業が多い国ではありますが、中小企業の割

合が多く、経営者の高齢化が進んでいることからも、事業承継は大きな社会問

題となっています。事業承継が進まない要因として、ビジネスそのものが社会

に受け入れられないという側面に加え、後継者候補がいない、後継者に経営を

任せるだけの知見や素質がないといった、後継者に関わる要素も少なくありま

せん。後継者の方々にとっても今の事業を続けることを困難と感じているケー

スも見受けられます。 

 そして、最も大きな要素は、自分の代で発生した債務を次世代に残すことや、

今回のテーマであります経営者保証が承継されることが、心理的な障壁となっ

ているということです。今回の事例企業の中でも、ご自身の健康問題から事業

承継を考えはじめ、その中で経営者保証が障壁になっていることに気づき、経

営者保証解除に取り組まれた方がいらっしゃいました。経営者保証が外れたこ

とにより、事業展開が新たなステージに入り、企業の成長曲線に乗ったことで

さらに魅力ある企業となり、事業を受け継ぐ側にとっても新たな成長を実現で

きる可能性を感じることができております。 
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 もう一つの課題としては、経営者自身が面と向かって事業承継という問題と

対峙していないことが挙げられます。いつかは経営者を引退する時期が来るこ

とは漠然と思いながらも、具体的な時期や方法について真剣に考えることを避

けているケースです。経営者としての立場や自分自身の健康状態など、毎日の

経営活動に支障がなく、一日一日を忙しく過ごしてる方は、将来起こりうる事

象を深く考え、行動を起こすことがなかなかできないということも少なくあり

ません。このような状況下においては、経営者の内的要因ではなく、突発的な

外的要因がない限りは、事業承継という問題に立ち向かうことはたやすいこと

ではないでしょう。 

 

 このような観点から考えると、経営者保証を解除するということは、事業承

継を考える外的要因の一つのきっかけになる可能性があります。今回のパネル

ディスカッションでも、経営者保証に関心の低い経営者の方々に対して、どの

ようなアプローチを行っていくかという課題が挙がりました。このような関心

の低い経営者の皆様に対して、経営者保証の問題を投げかけ、真剣に検討して

いただくことは、その先にある事業承継の問題と対峙する転換点になる可能性

があると考えております。そのためには、経営者に伴走する立場である税理士

さんや経営コンサルタント、そして企業経営を存続させるために大きな影響を

持つ金融機関の皆様が、その企業の存続や成長のためにも経営者保証を考える

情報提供や相談相手として、経営者に対するアプローチが必要であると考えて

おります。 

 

 良い会社というのを「サステナグロースカンパニー」つまり「どのような環

境下においても持続的成長を実現することができる」と定義し、それらを世の

中に増やしていくことをグループパーパスとして船井総合研究所は掲げており、

要件として、以下の 6 項目を挙げております。 
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１．持続的成長企業であること 

２．熱狂的ファンを持つ、ロイヤルティの高い企業であること 

３．社員と、その家族が誇れる、社員満足の高い企業であること 

４．自分らしさを大切にしたいと思われる、個性的な企業であること 

５．地域や社会からなくてはならないと思われている、社会的貢献企業である

こと 

６．環境問題・社会問題に配慮し持続的成長を実行できるガバナンス体制を有

していること 

 これらの要件の中でも、持続的成長を実行できるガバナンス体制の構築につ

いては、これからの時代に求められる重要な要素であると考えております。今

回の経営者保証というテーマにおいて、「取引金融機関との円滑なコミュニケー

ション」が加速するというお話もありました。そのためにも財務状況や経営状

況を把握できる体制が必要であることも確認できました。今まで中堅中小企業

ができていなかった状況を、経営者保証解除という事象を通して改善すること

ができます。このように、経営者保証という問題を通して、現在の企業経営者

が抱えている大きな課題を解決し、持続的成長を実現するための一助になるこ

とを願っております。 
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大学院経済学研究科地域産業復興調査研究プロジェクト編『東日本大震災復興研究Ⅴ 

震災復興は東北をどう変えたか』（南北社 2016 年）などを執筆。 

 

石田 武裕（いしだ だけひろ）：株式会社船井総合研究所 財務支援

部 マネージャー 

新潟大学経済学部卒業後、商工中金にて 12 年半、融資営業・審査一体

となった業務を経験。 

2017 年 10 月船井総合研究所中途入社。 

財務コンサルティングにてキャッシュフロー改善、調達枠拡大等、支援実績多数。経営者

の夢に寄り添いつつ、徹底した現場主義を貫き、経営者、従業員とともに汗をかいて支援

に取り組むことがモットー。 
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北野 重人（きたの しげと）：神戸大学経済経営研究所長、教授 

2003 年名古屋大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士（経済学）

名古屋大学。 

名古屋大学大学院経済学研究科助手、和歌山大学経済学部准教授、神

戸大学経済経営研究所准教授などを経て、2014 年より神戸大学経済経

営研究所教授。 

2021 年経済経営研究所副所長、2023 年より同所長。 

専門は、国際金融・国際マクロ経済学。編著書に、『GlobalFinancialFlowsinthePre-andPost-

globalCrisisPeriods』（Springer 2022 年）、『マクロ経済学』（東洋経済新報社 2016 年）など

がある。 

 

日下 智晴（くさか ともはる）：神戸大学経済経営研究所客員教授、

日下企業経営相談所 代表、商工中金 社外取締役 

1984 年神戸大学経営学部卒、広島銀行入行。 

1997 年総合企画部課長代理、2006 年企画室長、2007 年担当部長。 

2010 年より融資企画部長、大阪支店長、リスク統括部長を歴任し、2015

年 10 月広島銀行を退職。 

2015 年 11 月金融庁に転職し、初代地域金融企画室長。 

2018 年 7 月より地域金融生産性向上支援室長、2019 年 7 月より地域課題解決支援室長兼

務。2021 年 9 月金融庁を定年退職。 

2021 年 10 月日下企業経営相談所代表、22 年 4 月より現職。 

 

嶋澤 徹（しまざわ とおる）：株式会社嶋澤啓工務店 代表取締役 

大学卒業後、株式会社大林組に入社。 

その後父が創業した株式会社嶋澤啓工務店に入社し、2012 年に代表取

締役に就任。 

引継ぎ当時は下請工事メインの事業であったが、元請化の実現や積極

的なショールーム出店によって引継ぎ当初から売上を 4 倍まで成長させた実績を持つ。 

モットーは「夢をかたちに、オンリーワンの家創り」。 
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佐々木 由津子（ささき ゆづこ）：バイオコミュニケーションズ株

式会社 代表取締役 

千葉大学理学部卒業後、7 年間の製薬メーカー系臨床検査センター研

究室勤務を経て、予防医療の普及を目指して、1984 年にバイオコミニュ

ケーションズ設立。 

設立当初は、自社ブランドの健康管理システムの開発・販売のみを行っていたため、資金

繰りに七転八倒の苦しみを味わう。 

その後、健診データ情報処理の BPO 事業を加えることによりストック型のビジネスに転

換を図りやや安定してきている。 

 

真貝 大介（しんがい だいすけ）：株式会社船井総合研究所 代表取

締役社長 社長執行役員 

神戸大学経営学部卒業後、2001 年、株式会社船井総合研究所入社。 

士業コンサルティング部門を船井総合研究所の主力三大業界のひとつ

になるまで育て上げた後、金融財務コンサルティング部門の立ち上げ

も主導した。 

2020 年 3 月、船井総合研究所代表取締役社長社長執行役員に就任。 

中堅企業向け総合コンサルティング、DX コンサルティングの領域拡大を牽引している。 

 

竹内 実門（たけうち みかど）：株式会社船井総合研究所 財務支援

部 マネージング・ディレクター 

長野県伊那市出身。帯広畜産大学卒業後、株式会社日比谷花壇を経て、

1997 年船井総合研究所入社。 

2003 年税理士・会計事務所コンサルティングの立ち上げを行い、約 13

年間税理士・会計事務所向けコンサルティングを行う。 

2017 年金融財務グループの立ち上げに携わり、2018 年 1 月より金融財務支援部部長。 

協同組織金融機関（信用金庫・信用組合）向け経営コンサルティング、保険会社・保険代

理店向け業績アップコンサルティング、一般事業者向け財務コンサルティングを展開中。 
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二宮 雅則（にのみや まさのり）：株式会社愛媛銀行 審査第二部長 

広島経済大学経済学部卒業後、1986 年、株式会社愛媛銀行入行。営業

店勤務の後、本部の事業再生部署に異動。その後現在に至るまで約 18

年の間、主として事業再生業務に従事している。 

2022 年 6 月、同行常務執行役員に就任。 

2023 年 4 月、定年を迎えた後、引き続き現職。事業再生においては、事業者に寄り添い

つつ、事業者の気づきを対話を通して促すことで、課題の解決に取り組んでいる。 

 

家森 信善（やもり のぶよし）：神戸大学経済経営研究所教授・同地

域共創研究推進センター長 

1986 年滋賀大学経済学部卒業。1988 年神戸大学大学院経済学研究科博

士前期課程修了。 

名古屋大学大学院経済学研究科教授、名古屋大学総長補佐などを経て、

2014 年より神戸大学経済経営研究所教授および名古屋大学客員教授。 

2016 年経済経営研究所副所長、2021 年同所長（～2023 年）。2023 年神戸大学経済経営研

究所地域共創研究推進センター長。経済学博士。神戸大学社会システムイノベーション

センター副センター長（2016～2019 年）。専門は、金融システム論。これまでに、中小企

業研究奨励賞・本賞（2005 年）、日本 FP 学会最優秀論文賞（2015 年）など受賞。 

現在、日本金融学会常任理事、日本保険学会理事、日本ＦＰ学会理事、日本経済学会代議員、

日本学術会議連携会員などの学会役員の他、財務省財政制度等審議会委員、中小企業庁中

小企業政策審議会臨時委員（金融小委員会委員長）、国土交通省独立行政法人住宅金融支

援機構業務実績評価有識者会合委員、地域経済活性化支援機構（REVIC）社外取締役、兵

庫県信用保証協会運営等有識者会議委員長、大阪府国際金融都市 OSAKA 推進委員会アド

バイザーなどの公職を務める。これまでに、金融庁参与、金融庁金融審議会委員などを歴

任。また、愛知県信用保証協会外部評価委員会委員、アジア太平洋研究所上席研究員、名古

屋証券取引所アドバイザリーコミッティー委員、日本貸金業協会副会長なども務めている。 

編著書に、『ベーシックプラス金融論第 3 版』（中央経済社 2022 年）、『信用保証制度を活

用した創業支援』（中央経済社 2019 年）、『地域金融機関による事業承継支援と信用保証

制度』（中央経済社 2020 年）、『ポストコロナとマイナス金利下の地域金融』（中央経済社

2022 年）などがある。 
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横見 真一（よこみ しんいち）：株式会社広島銀行 取締役常務執行

役員 

1989 年同志社大学経済学部卒、広島銀行入行。 

個人営業部プライベートバンキング室長、アセットマネジメント部長

を歴任。 

20 年 4 月、執行役員総合企画部長に就任し、サステナビリティを巡る課題への解決に向

けて基本方針を制定するなど、組織体制を整備。 

22 年 6 月、取締役常務執行役員営業統括本部長に就任。 

事業性評価への更なる取組みを定着・浸透させるとともに、お客さまとのリレーション

のあり方を見直すべく、従来の銀行業務の抜本的な変革を統率する。 
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家 森 信 善  神戸大学経済経営研究所 教授 

         同地域共創研究推進センター長 

石 田 武 裕  株式会社船井総合研究所 財務支援部 

         戦略財務グループマネージャー 

日 下 智 晴  神戸大学経済経営研究所 客員教授 

         日下企業経営相談所 代表 

         商工中金 社外取締役 

横 見 真 一  株式会社広島銀行 取締役常務執行役員 

二 宮 雅 則  株式会社愛媛銀行 審査第二部長 

竹 内 実 門  株式会社船井総合研究所 財務支援部 

         マネージング・ディレクター 

佐々木 由津子  バイオコミュニケーションズ株式会社 

         代表取締役 

嶋 澤   徹  株式会社嶋澤啓工務店 代表取締役 

真 貝 大 介  株式会社船井総合研究所 代表取締役社長 

         社長執行役員 

相 澤 朋 子  日本大学商学部 准教授 

         神戸大学経済経営研究所 非常勤講師 
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